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令和元年第４回（９月）みなかみ町議会定例会会議録第１号 

令和元年９月３日（火曜日） 

─────────────────────────────────────── 

議事日程 第１号 

   令和元年９月３日（火曜日）午前９時開議 

 

日程第 １  会議録署名議員の指名 

日程第 ２  会期の決定 

日程第 ３  議長諸報告 

日程第 ４  閉会中の継続調査に関する委員長報告について 

日程第 ５  請願・陳情文書表 

日程第 ６  発議第 ３号 議員派遣の件について 

日程第 ７  報告第 ９号 平成３０年度決算に基づく健全化判断比率・資金不足比率について 

日程第 ８  報告第１０号 株式会社水の故郷の経営状況の報告について 

       報告第１１号 株式会社猿ヶ京温泉夢未来の経営状況の報告について 

       報告第１２号 株式会社月夜野振興公社の経営状況の報告について 

日程第 ９  報告第１３号 みなかみ町立水上小学校外３校空調設備整備工事請負変更契約の専決 

              処分報告について 

       報告第１４号 みなかみ町立新治小学校外１校空調設備整備工事請負変更契約の専決 

              処分報告について 

日程第１０  報告第１５号 平成３０年度みなかみ町水道事業会計継続費精算報告書について 

日程第１１  承認第 ９号 損害賠償の額の決定及び和解の専決処分報告について 

       承認第１０号 損害賠償の額の決定及び和解の専決処分報告について 

日程第１２  議案第５３号 令和元年度消防ポンプ自動車購入契約の締結について 

       議案第５４号 令和元年度消防小型動力ポンプ付き積載車購入契約の締結について 

日程第１３  議案第５５号 みなかみ町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例につい 

              て 

日程第１４  議案第５６号 消費税率及び地方消費税率の引上げに伴う関係条例の整備に関する条 

              例について 

日程第１５  議案第５７号 みなかみ町税条例の一部を改正する条例について 

日程第１６  議案第５８号 みなかみ町企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び 

              活性化のための固定資産税の課税の特例に関する条例の一部を改正す 

              る条例について 

日程第１７  議案第５９号 みなかみ町立児童館条例の一部を改正する条例について 
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              める条例の一部を改正する条例について 
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日程第１９  議案第６１号 みなかみ町保育の必要性の認定に関する条例の一部を改正する条例に 

              ついて 

日程第２０  議案第６２号 みなかみ町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担 

              等に関する条例の一部を改正する条例について 

日程第２１  議案第６３号 みなかみ町スクールバスの設置に関する条例の一部を改正する条例に 

              ついて 

日程第２２  議案第６４号 群馬県市町村総合事務組合の規約変更に関する協議について 

日程第２３  認定第 １号 平成３０年度みなかみ町一般会計歳入歳出決算認定について 

       認定第 ２号 平成３０年度みなかみ町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定につ 

              いて 

       認定第 ３号 平成３０年度みなかみ町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定に 

              ついて 

       認定第 ４号 平成３０年度みなかみ町介護保険特別会計歳入歳出決算認定について 
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              て 

       認定第 ６号 平成３０年度みなかみ町水道事業会計決算認定について 

日程第２４  議案第６５号 令和元年度みなかみ町一般会計補正予算（第２号）について 

日程第２５  ごみ処理調査特別委員会委員長報告（最終報告） 

日程第２６  一般質問 

    ◇ 阿部 清 君 ・・・ １．高齢者ドライバー対策  

                 ２．防災教育の重要性  

    ◇ 窪田金嘉 君 ・・・ １．提案と現在の行財政状況を知る  

─────────────────────────────────────── 

 

本日の会議に付した事件 

議事日程に同じ 
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出席議員（１７人） 

       １番 牧 田 直 己 君         ２番 茂 木 法 志 君 
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議会事務局長 高 橋 康 之 書 記 泉   雪 江 

書 記 田 村   勝   

 

─────────────────────────────────────── 

 

説明のため出席した者 

町 長 鬼 頭 春 二 君 副 町 長 笠 木 淳 司 君 
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町民福祉課長 松井田 順 一 君 子育て健康課長 上 村 真 弓 君 

生活水道課長 金 子 喜一郎 君 農 政 課 長 原 澤 真治郎 君 

観光商工課長 宮 崎 育 雄 君 地域整備課長 古 川 文 雄 君 

学校教育課長 杉 木 隆 司 君 生涯学習課長 河 合 博 市 君 

水 上 支 所 長 木 村 伸 介 君 新 治 支 所 長 原 澤 達 也 君 
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開  会 

          午前９時 開会  

 

議 長（小野章一君） おはようございます。 

      本日、議員各位におかれましては、諸般にわたりご多忙のところ、定刻までにご参集い

ただきまして、まことにありがとうございます。 

      ただいまの出席議員は１７名で定足数に達しておりますので、会議は成立いたしました。 

      これより令和元年第４回９月みなかみ町議会定例会を開会いたします。 

 

町長挨拶  

 

議 長（小野章一君） 本定例会に際し、町長より挨拶の申し入れがありましたので、これを許可い

たします。 

      町長鬼頭春二君。 

（町長 鬼頭春二君登壇） 

町 長（鬼頭春二君） 皆さん、おはようございます。 

      議長のお許しをいただきましたので、開会に当たりまして一言ご挨拶申し上げます。 

      本日は、９月定例議会を招集させていただきましたところ、議員全員のご出席を賜り、

開会できますことに厚くお礼を申し上げます。 

      ９月に入り、稲やリンゴも色づき始め、朝晩は心地よい秋の気配を感じるようになって

まいりました。 

      ６月定例会以降、閉会中にも議員各位におかれましては、施策や交流の促進のため、調

査活動を行っていただき、また、各常任委員会、特別委員会が開催され、施策の検討をし

ていただきました。熱心な議員活動に敬意を表する次第であります。 

      ６月定例会以降の主な取り組みについてご報告をさせていただきます。 

      まず、小・中学校の統合については、教育委員会を中心に進めていただいております。

７月２９日に中学校統合準備委員会を開催し、保護者、地域住民、学校関係、議会、教育

委員などの皆さんによる統合の具体的な検討が始まりました。今後は、専門部会によりさ

まざまな検討がなされ、中学校の統合が順調に進められるようお願いしたいと思っており

ます。 

      次に、７月１日に総理大臣官邸において、ＳＤＧｓ未来都市認定証授与式が開催され、

みなかみ町が全国３１団体の一つに選定をされました。ＳＤＧｓ、これは持続可能な開発

目標ですが、２０１５年の国連サミットで採択された持続可能な開発のための２０３０ア

ジェンダに記載されました２０１６年から２０３０年度までの国際目標であります。 

      地方創生は、少子高齢化に歯どめをかけ、将来にわたって成長力を確保することを目指

しており、人々が安心して暮らせるような持続可能なまちづくりと地域活性化が重要とな

ります。自治体においてＳＤＧｓを活用することで、客観的な自己分析による特に注力す

べき政策課題の明確化や、経済、社会、環境の３側面の相互関連性の把握による政策推進
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の全体最適化が実現します。ＳＤＧｓの達成に向けた取り組みを通じ、地域課題解決に向

けた自律的好環境を生み出すことができ、地方創生の課題解決を一層促進することが可能

となります。 

      ８月２０日には、議員さんにも参加していただき、ＳＤＧｓの理解を深めていただく研

修会を開催いたしました。これからもみなかみユネスコエコパークの町として、美しい自

然と里地里山を核に、観光・農林業・教育・健康・福祉・エネルギーなどさまざまな分野

と連携して、人と自然が共生した持続可能なまちづくりを推進してまいります。 

      次に、新治中学校の長谷川環君が８月２０日、近畿地方で行われました全国中学校柔道

大会において、男子８１キロ級で見事優勝し、この８月３０日には、町長室に優勝報告に

も来ていただきました。新治中には柔道部がなく、練習も大変だったと思いますが、中学

生最後の大会で全国制覇という偉業をなし遂げました。新治中学校に横断幕、役場庁舎に

懸垂幕を設置して、みなかみ町全町でお祝いをしたいと思っております。 

      さて、今議会に提案いたします案件は、報告７件、承認２件、条例改正９件、認定６件、

補正予算１件、その他３件であります。詳細については後ほどご説明させていただきます

ので、慎重審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げ、開会に当たりましてのご挨拶

とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 

──────────────────────────────────────────── 

 

開  議  

 

議 長（小野章一君） これより本日の会議を開きます。 

      本日の会議は、お手元に配付いたしました議事日程第１号のとおりであります。 

      議事日程第１号により、議事を進めます。 

──────────────────────────────────────────── 

 

日程第１ 会議録署名議員の指名  

 

議 長（小野章一君） 議事日程第１、会議録署名議員の指名をいたします。 

      会議録署名議員は、会議規則第１２０条の規定により、議長において指名いたします。 

        ６番  窪 田 金 嘉  君 

       １５番  髙 橋 市 郎  君   を指名いたします。 

──────────────────────────────────────────── 

 

日程第２ 会期の決定  

 

議 長（小野章一君） 議事日程第２、会期の決定を議題といたします。 

      本定例会の会期につきましては、議会運営委員会にも諮りまして、本日９月３日より９

月１３日までの１１日間としたい考え方であります。 
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      これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議 長（小野章一君） ご異議なしと認めます。 

      よって、本定例会の会期は、本日９月３日より９月１３日までの１１日間と決定いたし

ました。 

──────────────────────────────────────────── 

 

日程第３ 議長諸報告  

 

議 長（小野章一君） 日程第３、議長諸報告を行います。 

      これより議会閉会中の主な事項について報告をいたします。 

      閉会中とはいえ、大変多くの諸行事があり、副議長初め各委員長、各委員の参加をお願

いいたしまして、ご協力をいただきました。 

      ６月２６日、２７日の２日間、みなかみ町水上温泉を会場といたしまして、利根郡町村

議会議長会主催による利根郡町村議会議員事務局長研修が開催されまして、町村議会議員

の議員報酬のあり方や、湯の国群馬温泉探訪、群馬デスティネーションキャンペーンにつ

いて、講師による講義とともに、熱心な意見交換が行われました。 

      ７月９日には、午後３時より、みなかみ町土木行政懇談会が開催され、沼田土木事務所

管内における主要事業についての概要説明や、町からの要望事項について熱心な意見交換

が行われました。 

      ７月１９日には、群馬県町村議会議長会理事会が開催され、任期満了に伴う役員の改選

及び令和元年度における諸行事の予定が確認されました。 

      ７月３１日には、令和元年第３回利根沼田広域市町村圏振興整備組合の定例議会が開催

され、整備組合条例の一部改正や一般会計補正予算、指定管理者の指定について審議され

ました。 

      ８月１０日には、議員皆様の協力をいただきながら、友好都市であります茨城県取手市

で開催された第６６回とりで利根川大花火に参加いたしました。 

      ８月１５日には、令和元年度群馬県戦没者追悼式に参列いたしました。戦没者に対し心

から追悼の誠をささげますとともに、平和を祈念いたしまして、式典において献花してま

いりました。 

      ８月３１日には、年度ごとに県内各郡市をリレー形式で実施され、今年度、みなかみ町

で開催することとなりました花と緑のぐんまづくり、ふるさとキラキラフェスティバルの

オープニングセレモニーに出席してまいりました。 

      その他日程は、議会事務局で閲覧くださりますようお願いいたします。 

      以上をもちまして議長諸報告といたします。 

      なお、暑さも予想されますので、上着については各自で判断してよろしいかというふう

に思います。 

──────────────────────────────────────────── 
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日程第４ 閉会中の継続調査に関する委員長報告について  

 

議 長（小野章一君） 日程第４、閉会中の継続調査に関する委員長報告についてを議題といたしま

す。 

      所管の委員長の報告を求めます。 

      総務文教常任委員会委員長阿部賢一君。 

（総務文教常任委員長 阿部賢一君登壇） 

総務文教常任委員長（阿部賢一君） それでは、去る６月１９日に実施いたしました総務文教常任委

員会の行政視察についてご報告を申し上げます。 

      この行政視察の目的は、町における山村留学の実現の可能性を探るということを目的に

実施をいたしました。 

      視察先は、高崎市倉渕地区のくらぶち英語村を視察いたしました。この施設は、旧川浦

小学校の廃校に伴い、校舎の利活用として発案をされました。当初は、旧川浦小学校をそ

のまま再利用する予定でありましたが、耐震や防災など、修繕に多額の費用を要するため

に新築を決断したということであります。 

      施設は、木造２階建て、延べ床面積が１,３３４.７１平方メートル、地元産材木を約８

０％使用しております。工事費は約４億円で、その一部は、過疎対策事業債を活用してお

ります。施設を高崎市が整備しております。 

      施設の概要は、先ほど申し上げましたように８０％の地元産の材木をふんだんに使用し

た木造２階建ての建物で、まさに木のぬくもりあふれる開放的な空間に仕上がっており、

最も特徴的なのが、まきストーブを設置した談話コーナーがありました。外部のテラスか

ら食堂まで続く吹き抜けが大空間となっており、留学生と指導員が集う場となっています。

ほかにも、学習室、そして調理室、浴室、洗濯室など、留学生に必要な機能、設備を備え

ております。このまきストーブの燃料となるまきは、地元の皆様方が提供してくれるとい

うことであります。 

      また、事業運営は、公益財団法人育てる会へ委託をしております。外国人スタッフは、

ほとんどが日本の小・中学校のＡＬＴの出身で、英語の指導経験を生かした留学生の英語

レベルに合わせた指導を行っていました。休日には、外国文化を体験するためのカルチャ

ーデイなど楽しい行事を企画、実施しているそうであります。もちろん日本人指導員は、

体験活動や生活指導を初めとして留学生の生活全般を支えていて、もちろん英語が堪能で

あります。そのスタッフの宿舎は、市が近隣の空き家を借りて、宿舎としております。留

学生の定員は、小学校４年生から中学２年生まで２０名で、全国より子供たちを募集し、

共同生活を送りながら、地元の倉渕小学校、中学校へ通学をしております。 

      なお、大変人気があり、募集者が定員をオーバーしたときは、抽選でその留学生を決定

しておるそうであります。 

      小学校は、午前７時前に宿舎を出、約４キロの通学路を朝は徒歩通学し、帰りはスクー

ルバスで寄宿舎へ送っていただく。そして、中学校は６キロ、自転車通学で通学している
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ということであります。地元の児童・生徒ともトラブルもなく、仲よくやっており、お互

いにいい意味で刺激し合っているというお話でした。 

      また、英語力については、小学校高学年から中学生においては、英検の２級から準２級

に合格している方がほとんどで、小学校４年生でも英検４級に合格をしているそうであり

ます。 

      また、土日には農業体験ということで、農作業を地元の畑を借り受けて行い、その農作

業中の会話も全て英語だということであります。 

      寄宿舎での生活は、テレビは設置してあるんですけれども、ほとんど見たがらない。そ

して、スマホもなし。そして、じゃ、親との連絡手段はどうしているんですかという問い

には、ほとんどが手紙のやりとりだそうであります。多いお子様で、年に８７通のやりと

りがあったということであります。そして、地元の行事には１００％参加しております。 

      今後の予定としては、この英語村を開放して、地元の方との英語教室の開催なども検討

しているというお話でありました。 

      地元雇用は、調理員が５名、そして掃除スタッフとして２名の雇用がなされておりまし

た。ただし、この事業には、毎年、一般財源から約１億５,０００万円、本年度につきま

しては、予算額として１億７,５００万円が一般財源より繰り入れられております。地域

の活性化、交流人口の増加など、相乗効果はあるものの、やはり限定的な部分があるのか

なということを感じました。 

      今後は、高崎市が留学生の追跡調査を行い、将来、高崎市、群馬県、そしてまた倉渕地

区にどのようなかかわりを持っていただけるのか、また、英語力を生かした社会人として

羽ばたいているのか等について追跡調査を実施し、その結果を期待しているということで

あります。 

      町としては、長期的な視点から、ユネスコエコパーク認定のまちとして、今後、交流人

口、そして移住・定住の促進のために、選択肢の一つとして検討していただきたいと思い

ます。 

      なお、この窓口は、教育委員会ではなく、市の企画調整課が窓口の担当であったことを

申し添えて、総務文教常任委員会の行政視察報告とさせていただきます。 

議 長（小野章一君） 以上で総務文教常任委員会委員長阿部賢一君の委員長報告を終わります。 

──────────────────────────────────────────── 

 

日程第５ 請願・陳情文書表  

 

議 長（小野章一君） 日程第５、請願・陳情文書表についてを議題といたします。 

      今期定例会において、本日までに受理しました請願・陳情は、お手元に配付いたしまし

た文書表のとおりであります。 

──────────────────────────────────────────── 

〔巻末 参考資料〕  

──────────────────────────────────────────── 
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議 長（小野章一君） 以上、文書表のとおり所管の委員会に付託いたしたいと思いますので、よろ

しくお願いいたします。 

──────────────────────────────────────────── 

 

日程第６ 発議第３号 議員派遣の件について  

 

議 長（小野章一君） 日程第６、発議第３号、議員派遣の件についてを議題といたします。 

      本件につきましては、別紙のとおり議員派遣をすることにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議 長（小野章一君） ご異議なしと認めます。 

      よって、本件は別紙のとおり議員を派遣することに決定いたしました。 

──────────────────────────────────────────── 

 

日程第７ 報告第９号 平成３０年度決算に基づく健全化判断比率・資金不足比率について  

 

議 長（小野章一君） 日程第７、報告第９号、平成３０年度決算に基づく健全化判断比率・資金不

足比率についてを議題といたします。 

      町長より報告の説明を求めます。 

      町長鬼頭春二君。 

（町長 鬼頭春二君登壇） 

町 長（鬼頭春二君） 平成３０年度決算に基づく健全化判断比率及び資金不足比率についてご報告

申し上げます。 

      地方公共団体の財政の健全化に関する法律により、監査委員の意見書をつけて報告する

ものであります。 

      健全化判断比率は、実質赤字比率から将来負担比率までの４つの指標からなっておりま

す。いずれかが早期健全化基準以上の場合には、財政健全化計画を定めなければなりませ

ん。 

      平成３０年度決算に基づく町の健全化判断比率につきましては、いずれも基準を下回る

数値となっております。 

      ４つの指標について順次説明をいたします。 

      実質赤字比率及び連結実質赤字比率につきましては、赤字ではないため数値が計上され

ません。 

      実質公債費比率につきましては、１１.８％で早期健全化基準の２５.０％を下回ってお

ります。 

      将来負担比率につきましては、負数のため数値が計上されません。 

      次に、公営企業会計に係る資金不足比率について報告いたします。 

      資金不足比率は、公営企業における資金不足額の事業規模に対する割合で、経営健全化

基準は２０.０％となっており、経営健全化基準以上の場合には、経営健全化計画を定め
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ることになります。 

      平成３０年度決算に基づく町の資金不足比率は、水道事業会計及び下水道事業特別会計

のいずれも資金不足ではないため、数値が計上されません。 

      以上で健全化判断比率及び資金不足比率の報告とさせていただきます。 

議 長（小野章一君） 以上で報告第９号、平成３０年度決算に基づく健全化判断比率・資金不足比

率についての報告を終わります。 

──────────────────────────────────────────── 

 

日程第８ 報告第１０号 株式会社水の故郷の経営状況の報告について  

     報告第１１号 株式会社猿ヶ京温泉夢未来の経営状況の報告について  

     報告第１２号 株式会社月夜野振興公社の経営状況の報告について  

 

議 長（小野章一君） 日程第８、報告第１０号、株式会社水の故郷の経営状況の報告についてから

報告第１２号、株式会社月夜野振興公社の経営状況の報告についてまで、以上３件を一括

議題といたします。 

      町長より報告の説明を求めます。 

      町長鬼頭春二君。 

（町長 鬼頭春二君登壇） 

町 長（鬼頭春二君） 報告第１０号から第１２号まで一括して報告申し上げます。 

      町が２分の１以上出資している法人である株式会社水の故郷、株式会社猿ヶ京温泉夢未

来及び株式会社月夜野振興公社の経営状況について、地方自治法第２４３条の３第２項の

規定により報告するものであります。 

      株式会社水の故郷の平成３０年度の経営状況につきましては、当期純利益が４１６万２,

５９４円で平成２９年度に比べ５７万２,３１１円の減額となりました。 

      次に、株式会社猿ヶ京温泉夢未来の平成３０年度の経営状況につきましては、当期純損

失が５２１万５,０７８円となり、平成２９年度に比べ２１２万４９０円の減額となりま

した。 

      次に、株式会社月夜野振興公社の平成３０年度の経営状況につきましては、当期純損失

５６万９,３５８円となり、利益であった平成２９年度に比べ１１８万１,５６６円の減額

となりました。 

      以上で経営状況の報告とさせていただきます。 

議 長（小野章一君） 以上で報告第１０号、株式会社水の故郷の経営状況の報告についてから報告

第１２号、株式会社月夜野振興公社の経営状況の報告についてまで、以上３件の報告を終

わります。 

──────────────────────────────────────────── 

 

日程第９ 報告第１３号 みなかみ町立水上小学校外３校空調設備整備工事請負変更契約の専決処分  

            報告について  
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     報告第１４号 みなかみ町立新治小学校外１校空調設備整備工事請負変更契約の専決処分  

            報告について  

 

議 長（小野章一君） 日程第９、報告第１３号、みなかみ町立水上小学校外３校空調設備整備工事

請負変更契約の専決処分報告についてから報告第１４号、みなかみ町立新治小学校外１校

空調設備整備工事請負変更契約の専決処分報告についてまで、以上２件を一括議題といた

します。 

      町長より報告の説明を求めます。 

      町長鬼頭春二君。 

（町長 鬼頭春二君登壇） 

町 長（鬼頭春二君） 報告第１３号及び第１４号は、いずれも工事請負変更契約の専決処分の報告

でございますので、一括してご説明申し上げます。 

      まず、報告第１３号、みなかみ町立水上小学校外３校空調設備整備工事請負変更契約の

専決処分についてご報告申し上げます。 

      平成３１年４月議会で契約の議決を得て、みなかみ町立水上小学校外３校空調設備整備

工事を施工してきたところですが、工事の進捗に伴い、室内機設置位置の変更や設計内容

の精査などにより、６万４,８００円を増額し、契約金額を７,１３４万４,８００円とし

て変更契約するものであります。 

      続きまして、報告第１４号、みなかみ町立新治小学校外１校空調設備整備工事請負変更

契約の専決処分についてご報告申し上げます。 

      平成３１年４月議会で契約の議決を得て、みなかみ町立新治小学校外１校空調設備整備

工事を施工してきたところでありますが、工事の進捗に伴い、設置教室の変更や設計内容

の精査などにより、６４万８,０００円を増額し、契約金額を５,４６４万８,０００円と

して変更契約するものであります。 

      いずれも地方自治法第１８０条第１項の規定により、令和元年６月１７日に専決処分を

いたしました。 

      以上、報告とさせていただきます。 

議 長（小野章一君） 以上で報告第１３号、みなかみ町立水上小学校外３校空調設備整備工事請負

変更契約の専決処分報告から報告第１４号、みなかみ町立新治小学校外１校空調設備整備

工事請負変更契約の専決処分報告につきまして、以上２件の報告を終わります。 

──────────────────────────────────────────── 

 

日程第１０ 報告第１５号 平成３０年度みなかみ町水道事業会計継続費精算報告書について  

 

議 長（小野章一君） 日程第１０、報告第１５号、平成３０年度みなかみ町水道事業会計継続費精

算報告書についてを議題といたします。 

      町長より報告の説明を求めます。 

      町長鬼頭春二君。 
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（町長 鬼頭春二君登壇） 

町 長（鬼頭春二君） 報告第１５号についてご説明申し上げます。 

      猿ヶ京浄水場建設事業につきましては、平成２８年度を初年度とする３カ年継続事業と

して進めてまいりましたが、平成３０年度をもちまして継続費に係る継続年度が終了いた

しましたので、地方公営企業法施行令第１８条の２第２項の規定によりご報告申し上げま

す。 

      猿ヶ京浄水場建設事業は、水道施設の統廃合や老朽化対策として、全体計画の年割額、

合計７億８,８４０万円として計画し、事業着手をいたしました。３カ年継続事業として、

膜ろ過設備や制御棟の整備、また浄水池の整備を進め、平成３０年度をもちまして完成を

いたしました。 

      継続事業の実績として、支払義務発生額の合計額が６億１,３４４万円となりました。 

      財源内訳の主なものは、国庫補助金１億４,３８６万６,０００円、一般会計出資金１億

９,５９０万円、企業債２億３,４４０万円です。また、年割額と支払義務発生額との差額

はマイナス１億７,４９６万円となりました。 

      以上、ご報告とさせていただきます。 

議 長（小野章一君） 以上で報告第１５号、平成３０年度みなかみ町水道事業会計継続費精算報告

書についての報告を終わります。 

──────────────────────────────────────────── 

 

日程第１１ 承認第 ９号 損害賠償の額の決定及び和解の専決処分報告について  

      承認第１０号 損害賠償の額の決定及び和解の専決処分報告について  

 

議 長（小野章一君） 日程第１１、承認第９号、損害賠償の額の決定及び和解の専決処分報告につ

いてから承認第１０号、損害賠償の額の決定及び和解の専決処分報告についてまで、以上

２件を一括議題といたします。 

      町長より報告の説明を求めます。 

      町長鬼頭春二君。 

（町長 鬼頭春二君登壇） 

町 長（鬼頭春二君） 承認第９号、第１０号についてご説明申し上げます。 

      まず、承認第９号についてですが、本損害賠償事案は、駐車場での財物事故による損害

賠償事案でございます。 

      平成３１年４月６日午前９時ごろ、上毛高原駅前町営駐車場のガードパイプに設置して

いたのぼり旗が強風で飛ばされ、駐車場の車両に接触し、ドアやボンネットなどを損傷し

たものであります。損害賠償の額は１６万８,２３１円であります。 

      地方自治法第１７９条第１項の規定により、令和元年６月１７日に専決処分を行ったと

ころでございます。 

      次に、承認第１０号ですが、本損害賠償事案は、町道の管理瑕疵による損害賠償でござ

います。 
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      内容につきましては、損害賠償相手車両が平成３１年４月２日午前９時３０分ごろ、町

道鹿野沢大穴線を水上駅方面へ走行中に、接近してきた対向車とすれ違いをするため、側

溝上を通過した際、側溝が劣化していたために、布設されてあったグレーチングが安定し

ておらず、弾みで持ち上がり、左前輪後方の燃料タンクを破損させてしまったもので、損

害賠償の額は２９万４,５５８円であります。 

      地方自治法第１７９条第１項の規定により、令和元年８月１日に専決処分を行いました。 

      よろしくご審議の上、ご承認いただきますようお願いを申し上げます。 

議 長（小野章一君） まず、承認第９号について質疑に入ります。 

      質疑はありませんか。 

      久保君。 

１７番（久保秀雄君） 上毛高原駅前の駐車場の管理についてなんですけれども、自分の認識として

は、観光協会に委託をしていると、こういうふうに認識しております。また、一般の指定

管理については、故障だとか修繕だとか、これについては５０万円以上と、こういう規定

があるかと思います。また、ここで記載されているように、ガードパイプにのぼり旗を設

置していたと、こういうことが記載されております。こののぼり旗の設置は誰がしたのか

と、それと、許可は誰がしているのかと、こういうことも含めて、ちょっとお聞きをした

いと思います。 

      また、町が観光協会に委託しているわけですけれども、これらの事故というのか、それ

らについてどういう協定というのがなされているのかなと、あわせてお願いしたいと思い

ます。 

議 長（小野章一君） 観光商工課長。 

（観光商工課長 宮崎育雄君登壇） 

観光商工課長（宮崎育雄君） ただいまの質問にお答えします。 

      まず、誰が設置をしたかということなんですけれども、これは観光商工課のほうで設置

しました。物は、デスティネーションキャンペーンの旗でございます。 

      許可については、町の持ち物ということでもありますので、指定管理者である観光協会

のほうに話をして町が設置をしたということでございます。 

      それから、損害に対する協定ということなんですけれども、特に損害の部分について協

定をしているということではございません。その内容を具体的に定めた協定書というのは

ございません。事故の種類として想定されるのが、駐車場でございますので、車同士の事

故ということと、あと物損ですか、そういうことが想定されるわけなんですけれども、一

応そういったものについては、運転する所有者、車の所有者が責任を持つということが一

般的だというふうに思います。 

      今回の案件につきましては、町が設置をして、その設置をしたものが風で飛ばされて、

とめてあった車を破損してしまったということでございますので、町の責任として損害賠

償したということでございます。 

      以上です。 

議 長（小野章一君） ほかにありませんか。 
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（「なし」の声あり） 

議 長（小野章一君） ありませんので、これにて承認第９号の質疑を終結いたします。 

      次に、承認第１０号について質疑に入ります。 

      質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議 長（小野章一君） ありませんので、これにて承認第１０号の質疑を終結いたします。 

──────────────────────────────────────────── 

議 長（小野章一君） これより承認第９号について討論に入ります。 

      まず、反対討論の発言を許します。 

（「なし」の声あり） 

議 長（小野章一君） 次に、賛成討論の発言を許します。 

（「なし」の声あり） 

議 長（小野章一君） ありませんので、これにて承認第９号の討論を終結いたします。 

      承認第９号、損害賠償の額の決定及び和解の専決処分報告についてを採決いたします。 

      本案は原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議 長（小野章一君） ご異議なしと認めます。 

      よって、承認第９号、損害賠償の額の決定及び和解の専決処分報告については原案のと

おり承認されました。 

──────────────────────────────────────────── 

議 長（小野章一君） これより承認第１０号について討論に入ります。 

      まず、反対討論の発言を許します。 

（「なし」の声あり） 

議 長（小野章一君） 次に、賛成討論の発言を許します。 

（「なし」の声あり） 

議 長（小野章一君） ありませんので、これにて承認第１０号の討論を終結いたします。 

      承認第１０号、損害賠償の額の決定及び和解の専決処分報告についてを採決いたします。 

      本案は原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議 長（小野章一君） ご異議なしと認めます。 

      よって、承認第１０号、損害賠償の額の決定及び和解の専決処分報告については原案の

とおり承認されました。 

──────────────────────────────────────────── 

 

日程第１２ 議案第５３号 令和元年度消防ポンプ自動車購入契約の締結について  

      議案第５４号 令和元年度消防小型動力ポンプ付き積載車購入契約の締結について  

 

議 長（小野章一君） 日程第１２、議案第５３号、令和元年度消防ポンプ自動車購入契約の締結に
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ついてから議案第５４号、令和元年度消防小型動力ポンプ付き積載車購入契約の締結につ

いてまで、以上２件を一括議題といたします。 

      町長より提案理由の説明を求めます。 

      町長鬼頭春二君。 

（町長 鬼頭春二君登壇） 

町 長（鬼頭春二君） 議案第５３号、第５４号についてご説明申し上げます。 

      まず、議案第５３号ですが、本件は、消防ポンプ自動車１台の購入契約を締結するもの

であります。令和元年６月２８日に指名競争入札を行った結果、契約金額２,２８８万円

で、群馬県高崎市矢中町８２１番地、温井自動車工業株式会社、代表取締役、温井勲雄を

契約の相手方として物品購入契約を締結するため、地方自治法第９６条第１項第８号の規

定により、議会の議決を求めるものであります。 

      続きまして、議案第５４号ですが、本件は、消防小型動力ポンプ付き積載車１台の購入

契約を締結するものであります。令和元年６月２８日に指名競争入札を行った結果、契約

金額１,２６７万２,０００円で、群馬県高崎市矢中町８２１番地、温井自動車工業株式会

社、代表取締役、温井勲雄を契約の相手方として物品購入契約を締結するため、地方自治

法第９６条第１項第８号の規定により、議会の議決を求めるものであります。 

      よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願いを申し上げます。 

議 長（小野章一君） 町長の提案理由の説明が終了いたしましたので、これより議案第５３号につ

いて質疑に入ります。 

      質疑はありませんか。 

      石坂君。 

１１番（石坂 武君） 配置する場所を教えていただきたいと思います。 

議 長（小野章一君） 総務課長。 

（総務課長 山岸正幸君登壇） 

総務課長（山岸正幸君） お答えいたします。 

      消防ポンプ自動車整備事業につきましては、第９分団第１部、湯原の詰所です。 

      消防小型動力ポンプ付き積載車整備事業につきましては、第８分団第２部、東峰の詰所

でございます。 

議 長（小野章一君） ほかにありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議 長（小野章一君） ありませんので、これにて議案第５３号の質疑を終結いたします。 

      次に、議案第５４号について質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議 長（小野章一君） ありませんので、これにて議案第５４号の質疑を終結いたします。 

──────────────────────────────────────────── 

議 長（小野章一君） これより議案第５３号について討論に入ります。 

      まず、反対討論の発言を許します。 

（「なし」の声あり） 
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議 長（小野章一君） 次に、賛成討論の発言を許します。 

（「なし」の声あり） 

議 長（小野章一君） ありませんので、これにて議案第５３号の討論を終結いたします。 

      議案第５３号、令和元年度消防ポンプ自動車購入契約の締結についてを採決いたします。 

      本案は原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議 長（小野章一君） ご異議なしと認めます。 

      よって、議案第５３号、令和元年度消防ポンプ自動車購入契約の締結については原案の

とおり可決されました。 

──────────────────────────────────────────── 

議 長（小野章一君） 次に、議案第５４号について討論に入ります。 

      まず、反対討論の発言を許します。 

（「なし」の声あり） 

議 長（小野章一君） 次に、賛成討論の発言を許します。 

（「なし」の声あり） 

議 長（小野章一君） ありませんので、これにて議案第５４号の討論を終結いたします。 

      議案第５４号、令和元年度消防小型動力ポンプ付き積載車購入契約の締結についてを採

決いたします。 

      本案は原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議 長（小野章一君） ご異議なしと認めます。 

      よって、議案第５４号、令和元年度消防小型動力ポンプ付き積載車購入契約の締結つい

ては原案のとおり可決されました。 

──────────────────────────────────────────── 

 

日程第１３ 議案第５５号 みなかみ町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例について  

 

議 長（小野章一君） 日程第１３、議案第５５号、みなかみ町会計年度任用職員の給与及び費用弁

償に関する条例についてを議題といたします。 

      町長より提案理由の説明を求めます。 

      町長鬼頭春二君。 

（町長 鬼頭春二君登壇） 

町 長（鬼頭春二君） 議案第５５号について提案理由の説明を申し上げます。 

      平成２９年５月に、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律が公布され、令

和２年４月１日より適用されることとなるため、みなかみ町においても、会計年度任用職

員制度の条例制定が必要となります。 

      条例の主な内容は、一般職として会計年度任用職員を任用した際の給与、費用弁償につ

いて定めるものであります。 
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      フルタイム勤務の職員には月額の給料が支給され、パートタイム勤務の職員については、

日額、月額、または時間額により報酬を支給することとなります。また、期末手当の支給

や通勤等にかかる手当の支給や費用弁償ができることとなります。 

      よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願いを申し上げます。 

議 長（小野章一君） 町長の提案理由の説明が終了いたしましたので、これより議案第５５号につ

いて質疑に入ります。 

      質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議 長（小野章一君） ありませんので、これにて議案第５５号の質疑を終結いたします。 

      お諮りいたします。 

      議案第５５号、みなかみ町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例について

は、所管の常任委員会に付託したいと思いますが、これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議 長（小野章一君） ご異議なしと認めます。 

      よって、議案第５５号、みなかみ町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

については、所管の常任委員会に付託することに決定いたしました。 

──────────────────────────────────────────── 

 

日程第１４ 議案第５６号 消費税率及び地方消費税率の引上げに伴う関係条例の整備に関する条例  

             について  

 

議 長（小野章一君） 日程第１４、議案第５６号、消費税率及び地方消費税率の引上げに伴う関係

条例の整備に関する条例についてを議題といたします。 

      町長より提案理由の説明を求めます。 

      町長鬼頭春二君。 

（町長 鬼頭春二君登壇） 

町 長（鬼頭春二君） 議案第５６号についてご説明申し上げます。 

      平成２８年１１月に、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うた

め消費税法の一部を改正する等の法律が改正され、令和元年１０月１日から消費税率が

８％から１０％へ引き上げられます。消費税の適正な転嫁を基本とした公共料金等の改定

の取り組みについて、国及び県より通知をされているところでございます。このことから、

５２の条例に規定する使用料等を改定することとし、関係条例の整備を行うものでありま

す。 

      よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願いを申し上げます。 

議 長（小野章一君） 町長の提案理由の説明が終了いたしましたので、これより質疑に入ります。 

      議案第５６号について質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議 長（小野章一君） ありませんので、これにて議案第５６号の質疑を終結いたします。 
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      これより議案第５６号について討論に入ります。 

      まず、反対討論の発言を許します。 

（「なし」の声あり） 

議 長（小野章一君） 次に、賛成討論の発言を許します。 

（「なし」の声あり） 

議 長（小野章一君） ありませんので、これにて議案第５６号の討論を終結いたします。 

      議案第５６号、消費税率及び地方消費税率の引上げに伴う関係条例の整備に関する条例

についてを採決いたします。 

      本案は原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議 長（小野章一君） ご異議なしと認めます。 

      よって、議案第５６号、消費税率及び地方消費税率の引上げに伴う関係条例の整備に関

する条例については、原案のとおり可決されました。 

──────────────────────────────────────────── 

 

日程第１５ 議案第５７号 みなかみ町税条例の一部を改正する条例について  

 

議 長（小野章一君） 日程第１５、議案第５７号、みなかみ町税条例の一部を改正する条例につい

てを議題といたします。 

      町長より提案理由の説明を求めます。 

      町長鬼頭春二君。 

（町長 鬼頭春二君登壇） 

町 長（鬼頭春二君） 議案第５７号、みなかみ町税条例の一部を改正する条例については、地方税

法等の一部を改正する法律が平成３１年３月２９日に公布され、原則として、平成３１年

４月１日から施行されたことに伴い、関連する条例について改正を行うものであります。 

      条例第３６条２の改正は、地方税法第３１７条の２の改正に合わせて改正するものです。

内容は、申告書記載事項の簡素化を行うものであります。 

      条例第３６条の３の２の改正は、地方税法第３１７条の３第２項の改正に合わせて改正

するものであります。給与所得者が単身児童扶養者に該当する場合には、給与所得者の扶

養親族等申告書にその旨を記載することが追加になるものであります。 

      条例第３６条の３の３の改正は、地方税法第３１７条の３の３の改正に合わせて改正す

るものであります。単身児童扶養者の公的年金等の受給者の扶養親族等申告書の改正であ

ります。 

      条例第３６条の４第１項の改正は、地方税法第３１７条の５の改正に合わせて改正する

もので、内容は、条例第３６条の２の改正に伴う規定整備でございます。 

      条例附則第１５条の２の改正は、地方税法附則第２９条の８の２の新設による改正であ

ります。内容は、軽自動車税の環境性能割を非課税とする臨時的軽減の規定を新設するも

のであります。 
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      条例附則第１５条の２の３の改正は、地方税法附則第２９条の９の改正に合わせて改正

するものです。内容は、軽自動車税の環境性能割の賦課徴収の特例を新設するものであり

ます。 

      条例附則第１５条の６の改正は、地方税法附則第２９条の１８の法律改正に合わせて改

正するものであります。内容は、軽自動車税の環境性能割の税率を１％分臨時的に軽減す

る規定を新設するものであります。 

      条例附則第１６条の改正は、地方税法附則第３０条の改正に合わせて改正するものです。

内容は、軽自動車税の種別割の税率の特例規定を整備するものであります。 

      附則第１６条の２の改正は、地方税法附則第３０条の２の改正に伴う軽自動車の種別割

の賦課徴収の特例を新設するものであります。 

      条例第２４条第１項の改正は、地方税法第２９５条第１項の改正に伴う単身児童扶養者

を非課税措置の対象に追加する改正であります。 

      条例附則第１６条第１項の改正は、地方税法附則第３０条の改正に合わせての改正で、

軽自動車税の種別割の税率の特例を規定するものであります。 

      条例附則第１６条の２の改正は、地方税法附則第３０条の２の改正に合わせて規定を整

備するものであります。 

      なお、施行期日は、それぞれ附則の定めるとおりでございます。 

      いずれも法律改正に伴う改正でございますので、よろしくご審議の上、ご議決賜ります

ようお願いを申し上げます。 

議 長（小野章一君） 町長の提案理由の説明が終了しましたので、これより質疑に入ります。 

      議案第５７号について質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議 長（小野章一君） ありませんので、これにて議案第５７号の質疑を終結いたします。 

      これより議案第５７号について討論に入ります。 

      まず、反対討論の発言を許します。 

（「なし」の声あり） 

議 長（小野章一君） 次に、賛成討論の発言を許します。 

（「なし」の声あり） 

議 長（小野章一君） ありませんので、これにて議案第５７号の討論を終結いたします。 

      議案第５７号、みなかみ町税条例の一部を改正する条例についてを採決いたします。 

      本案は原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議 長（小野章一君） ご異議なしと認めます。 

      よって、議案第５７号、みなかみ町税条例の一部を改正する条例については、原案のと

おり可決されました。 

──────────────────────────────────────────── 

 

日程第１６ 議案第５８号 みなかみ町企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活  
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             性化のための固定資産税の課税の特例に関する条例の一部を改正する条  

             例について  

 

議 長（小野章一君） 日程第１６、議案第５８号、みなかみ町企業立地の促進等による地域におけ

る産業集積の形成及び活性化のための固定資産税の課税の特例に関する条例の一部を改正

する条例についてを議題といたします。 

      町長より提案理由の説明を求めます。 

      町長鬼頭春二君。 

（町長 鬼頭春二君登壇） 

町 長（鬼頭春二君） 議案第５８号、みなかみ町企業立地の促進等による地域における産業集積の

形成及び活性化のための固定資産税の課税の特例に関する条例の一部を改正する条例につ

いてご説明を申し上げます。 

      今回の改正は、企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関す

る法律の一部を改正する法律の改正に伴い、関連するみなかみ町企業立地の促進等による

地域における産業集積の形成及び活性化のための固定資産税の課税の特例に関する条例の

一部を改正するものであります。 

      主な改正内容は、地域経済牽引事業の用に供する施設で、一定の要件を満たすものを設

置した事業者に対する固定資産税を課税免除するため、関係条文を改めるものであります。 

      よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願いを申し上げます。 

議 長（小野章一君） 町長の提案理由の説明が終了いたしましたので、これより質疑に入ります。 

      議案第５８号について質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議 長（小野章一君） ありませんので、これにて議案第５８号の質疑を終結いたします。 

      これより議案第５８号について討論に入ります。 

      まず、反対討論の発言を許します。 

（「なし」の声あり） 

議 長（小野章一君） 次に、賛成討論の発言を許します。 

（「なし」の声あり） 

議 長（小野章一君） ありませんので、これにて議案第５８号の討論を終結いたします。 

      議案第５８号、みなかみ町企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活

性化のための固定資産税の課税の特例に関する条例の一部を改正する条例についてを採決

いたします。 

      本案は原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議 長（小野章一君） ご異議なしと認めます。 

      よって、議案第５８号、みなかみ町企業立地の促進等による地域における産業集積の形

成及び活性化のための固定資産税の課税の特例に関する条例の一部を改正する条例につい

ては、原案のとおり可決されました。 
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──────────────────────────────────────────── 

 

日程第１７ 議案第５９号 みなかみ町立児童館条例の一部を改正する条例について  

 

議 長（小野章一君） 日程第１７、議案第５９号、みなかみ町立児童館条例の一部を改正する条例

についてを議題といたします。 

      町長より提案理由の説明を求めます。 

      町長鬼頭春二君。 

（町長 鬼頭春二君登壇） 

町 長（鬼頭春二君） 議案第５９号についてご説明申し上げます。 

      町立児童館の運営につきましては、児童福祉法に基づき、平成１７年にみなかみ町立児

童館条例を制定し、事業を行ってまいりました。今回の条例改正は、児童館の目的を効果

的に達成するものであります。 

      改正の内容といたしましては、地方自治法第２４４条の２第３項の規定に基づく指定管

理者に児童館の管理を行わせることができる１条を追加するものであります。 

      よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願いを申し上げます。 

議 長（小野章一君） 町長の提案理由の説明が終了しましたので、これより質疑に入ります。 

      議案第５９号について質疑はありませんか。 

      石坂君。 

１１番（石坂 武君） 町長から条例改正ということで説明がありました。指定管理者をということ

であると思うんですが、改正するということであるならば、当然相手方もいることですけ

れども、いつごろということの考え方がありますか。 

議 長（小野章一君） 子育て健康課長。 

（子育て健康課長 上村真弓君登壇） 

子育て健康課長（上村真弓君） お答えいたします。 

      一応公募する予定ですが、公募して、来年４月には指定管理にできればいいというふう

に考えております。まだ現在、決定はもちろん公募ですのでしておりませんが、手を挙げ

たところについては細かな説明をする予定でいます。 

      以上です。 

議 長（小野章一君） ほかにありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議 長（小野章一君） ありませんので、これにて議案第５９号の質疑を終結いたします。 

      これより議案第５９号について討論に入ります。 

      まず、反対討論の発言を許します。 

（「なし」の声あり） 

議 長（小野章一君） 次に、賛成討論の発言を許します。 

（「なし」の声あり） 

議 長（小野章一君） ありませんので、これにて議案第５９号の討論を終結いたします。 
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      議案第５９号、みなかみ町立児童館条例の一部を改正する条例についてを採決いたしま

す。 

      本案は原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議 長（小野章一君） ご異議なしと認めます。 

      よって、議案第５９号、みなかみ町立児童館条例の一部を改正する条例については、原

案のとおり可決されました。 

──────────────────────────────────────────── 

 

日程第１８ 議案第６０号 みなかみ町放課後児童健全育成事業の整備及び運営に関する基準を定め  

             る条例の一部を改正する条例について  

 

議 長（小野章一君） 日程第１８、議案第６０号、みなかみ町放課後児童健全育成事業の整備及び

運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。 

      町長より提案理由の説明を求めます。 

      町長鬼頭春二君。 

（町長 鬼頭春二君登壇） 

町 長（鬼頭春二君） 議案第６０号についてご説明申し上げます。 

      放課後児童健全育成事業については、みなかみ町放課後児童健全育成事業の設備及び運

営に関する基準を定める条例により事業を進めていますが、この条例の基準省令でありま

す放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準の一部が改正されたことに伴い、

整合を図るための条例改正であります。 

      改正の内容は、第１１条第３項中「都道府県知事」の次に「又は地方自治法第２５２条

の１９第１項の指定都市の長」を加えるものでございます。 

      よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願いを申し上げます。 

議 長（小野章一君） 町長の提案理由の説明が終了しましたので、これより質疑に入ります。 

      議案第６０号について質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議 長（小野章一君） ありませんので、これにて議案第６０号の質疑を終結いたします。 

      これより議案第６０号について討論に入ります。 

      まず、反対討論の発言を許します。 

（「なし」の声あり） 

議 長（小野章一君） 次に、賛成討論の発言を許します。 

（「なし」の声あり） 

議 長（小野章一君） ありませんので、これにて議案第６０号の討論を終結いたします。 

      議案第６０号、みなかみ町放課後児童健全育成事業の整備及び運営に関する基準を定め

る条例の一部を改正する条例についてを採決いたします。 

      本案は原案のとおり決することにご異議ございませんか。 
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（「異議なし」の声あり） 

議 長（小野章一君） ご異議なしと認めます。 

      よって、議案第６０号、みなかみ町放課後児童健全育成事業の整備及び運営に関する基

準を定める条例の一部を改正する条例については、原案のとおり可決されました。 

──────────────────────────────────────────── 

 

日程第１９ 議案第６１号 みなかみ町保育の必要性の認定に関する条例の一部を改正する条例につ  

             いて  

 

議 長（小野章一君） 日程第１９、議案第６１号、みなかみ町保育の必要性の認定に関する条例の

一部を改正する条例についてを議題といたします。 

      町長より提案理由の説明を求めます。 

      町長鬼頭春二君。 

（町長 鬼頭春二君登壇） 

町 長（鬼頭春二君） 議案第６１号についてご説明申し上げます。 

      保育の必要性の認定に関する条例につきましては、子ども・子育て支援法に基づき、平

成２６年９月に制定し進めておりますが、子育て支援の充実を図るため、就園要件の一つ

であります保護者の就労時間を月６４時間を月４８時間に緩和することにより、子育て家

庭の負担を軽減するものでございます。 

      改正の内容は、第３条第１項中「６４時間」を「４８時間」に改めるものでございます。 

      よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願いを申し上げます。 

議 長（小野章一君） 町長の提案理由の説明が終了いたしましたので、これより質疑に入ります。 

      議案第６１号について質疑はありませんか。 

      髙橋君。 

１５番（髙橋市郎君） この件につきましては全協でも質疑をさせていただいているわけですけれど

も、いわゆる子供を預かる、認定をする、ハードルを下げるということ。そのことによっ

て、入園したいという保護者、子供がふえる可能性というのがあると思います。その点に

ついて全協でお聞きしたのは、いわゆる待機が出る可能性はないのか。また、こども園に

対して負担が多くなる。その点について町もいわゆる公立については、これは町が当然や

る施設である。しかしながら、私立がこの町には２園あって、公立が１園。私立に対して

は協力をお願いするという立場だというふうに理解するんですけれども、その点について

は、どういう町からのお願いをされ、また待機が出る可能性というものに対しては、どの

ように町が対応するのか。その点についてはどういうふうな考え方をお持ちでしょうか。 

議 長（小野章一君） 町長。 

町 長（鬼頭春二君） まず、入園の要件を緩和するわけですから、当然受け入れる子供さんがふえ

ると、それは当然のことだと思うんですね。実際問題、どの程度ふえるかというのは、や

ってみないと正直なところわからない、そういう部分があるんだと思うんですね。このこ

とによって、公立の保育園については、これは町の施設ですから、町が運営を考えればい
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い話ですけれども、民間の私立のこども園もありますから、そういったところに影響が今

後どのように出てくるかというのを見て、余りにも今の状況だけでは運営が難しいよとい

うことになってくれば、それは町としても支援を考えていきたいなというふうに思ってお

ります。 

      もう１点の質問については、子育て健康課長のほうから答弁させていただきます。 

議 長（小野章一君） 子育て健康課長。 

（子育て健康課長 上村真弓君登壇） 

子育て健康課長（上村真弓君） お答えいたします。 

      昨年度どの程度待機が出るというので、各園の園長にアンケートをとった結果、つきよ

ので１０名、みなかみで７名、にいはるこども園でも１０名ほどが今現在、一時保育等で

利用しているのを考えた結果、その人数が出ております。 

      今年度については、一時保育利用者が今現在は入園しておりますので、解消されており、

一時保育については、つきよので５名、にいはるで３名ほどが利用になっておりますので、

今年度について、もし緩和された場合に、昨年度より待機は出ないのではと考えておりま

すが、町長が話をしたように、しっかりとした人数においては、これからここで可決をさ

れて、町報等で周知をした結果の人数になるかなとは思いますが、町としてというか、子

育て健康課としても、園長の意見、また保育士等の意見を聞きながら、できるだけの支援

をしていきたいというふうに考えております。 

      以上です。 

議 長（小野章一君） ほかにありませんか。 

      髙橋君。 

１５番（髙橋市郎君） そういう町長の前向きな答弁で、ひとつよろしくお願いしたいと思うんです

けれども、いわゆるゼロ歳児の問題が一番多いかなと。年齢が上がれば、それだけ子供の

数もふえるからと、保育士が１人当たりの子供の数というものは多く預かれるから、それ

ほど待機は出ないだろうと。しかしながら、ゼロ歳、１歳に関しては、１人が３人だとか

という数字ということになると、その可能性というのが出てくる。その辺については、柔

軟に町が各園に対して応援をしていただければありがたい。 

      ただ、いろいろな話の中で、にいはるがあいているからにいはるのほうへ行ってくれと

か、つきよのはいっぱいだけど、そういうことというのは、それで町全体が本来なら待機

は解消できるんだという考え方は、それはちょっと違うかなと思うので、その辺を踏まえ

た対応というものをお願いをしたいというふうに思います。 

議 長（小野章一君） 答弁求めますか。 

１５番（髙橋市郎君） はい。 

議 長（小野章一君） 町長。 

町 長（鬼頭春二君） 待機児童の解消について、保護者の方が入園させたいこども園というのは、

皆さんそれぞれあるんだと思うんですね。ただ、町全体で全てのこども園で保護者の希望

どおり入園のパイを用意するというのは、それはかなり大変なことだと思うんですね。ま

してや、公営であればまた別でしょうけれども、私立のつきよのこども園、水上わかくり
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こども園、それらについて希望があるからどんどんふやせとかいっても、なかなかそれは

難しいところがあるものです。やはり子育て支援というのは町全体で考えるものだと思っ

ていますので、私はある意味、多少は希望に添えないこども園に行ってくれという、そう

いうお願いするのもやむを得ないのかなというふうには思っています。 

      ただ、それが将来的にずっと続くようであれば、その施設の拡充とか、そういうのもい

ろいろ考えてもらわなければならないと思っていますけれども、当面は、町内で待機児童

が出ないような対策をとっていきたいというふうに思っております。 

議 長（小野章一君） ほかにありませんか。 

      髙橋君。 

１５番（髙橋市郎君） いま１点、町長にこんな話をするのは失礼かなと思うんですけれども、いわ

ゆるゼロ歳児の入園許可をするのに当たって、つきよのこども園は満６カ月から入園を認

めるわけです。にいはるこども園が１０カ月だったかな、ですよね。この差というのがあ

るので、それどうしてあるのという話で、本来ならもう少し親が見ていればいいんじゃな

いのとかという話もあるわけです。 

      しかしながら、なぜつきよのこども園が６カ月から見るようになったか。それは過去の

経緯で、月夜野町のときにそういう希望が大変あって、私立のこども園に、あのころは保

育園、保育園に対してぜひ６カ月からやってもらいたいという保護者からの希望が大変あ

って、町がぜひそういうことで、やれとは言わないですね、やってほしいと保育園にお願

いをして、そういう経緯になっているということだけは、今さらこんなことを言わなくて

も、ご承知のことだと思うんですけれども、公の席でそのことだけは申し上げておいたほ

うがいいかなと思うので、あえて発言させていただいたので、その辺を踏まえて対応して

いただきたいということだと思います。 

議 長（小野章一君） 町長。 

町 長（鬼頭春二君） 私も細かい部分、全部承知しているわけではないので、その辺の差があると

いうのは、聞いてはいましたけれども、何カ月からとか正確な数字はわからなかったんで

すけれども、いろいろな歴史があって、こども園にも歴史があって、そういう受け入れの

基準をつくっているんだと思いますので、公立がちょっとおくれている、今のお話を聞く

と、公立の部分がおくれているんじゃないかというふうに、にいはるが遅いわけですよね。

ですから、そういうふうにとれるんですけれども、全町的に希望者が入園できれば、その

辺はいいのかなというふうには思っていますので、それでも今のやり方で、なおかつ待機

児童が出ちゃうんだということであれば、それはまた次に考えていかなければならないか

なというふうには思っていますので、保護者の希望を聞きながら対応していきたいという

ふうに思っています。 

議 長（小野章一君） ほかにありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議 長（小野章一君） ありませんので、これにて議案第６１号の質疑を終結いたします。 

      これより議案第６１号について討論に入ります。 

      まず、反対討論の発言を許します。 



R1-4（9.3）第 1号 

－26－ 

（「なし」の声あり） 

議 長（小野章一君） 次に、賛成討論の発言を許します。 

（「なし」の声あり） 

議 長（小野章一君） ありませんので、これにて議案第６１号の討論を終結いたします。 

      議案第６１号、みなかみ町保育の必要性の認定に関する条例の一部を改正する条例につ

いてを採決いたします。 

      本案は原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議 長（小野章一君） ご異議なしと認めます。 

      よって、議案第６１号、みなかみ町保育の必要性の認定に関する条例の一部を改正する

条例については、原案のとおり可決されました。 

──────────────────────────────────────────── 

 

日程第２０ 議案第６２号 みなかみ町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等  

             に関する条例の一部を改正する条例について  

 

議 長（小野章一君） 日程第２０、議案第６２号、みなかみ町特定教育・保育施設及び特定地域型

保育事業の利用者負担等に関する条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。 

      町長より提案理由の説明を求めます。 

      町長鬼頭春二君。 

（町長 鬼頭春二君登壇） 

町 長（鬼頭春二君） 議案第６２号についてご説明申し上げます。 

      子ども・子育て支援法の一部を改正する法律が令和元年５月１７日に公布され、令和元

年１０月１日より施行されることから、みなかみ町特定教育・保育施設及び特定地域型保

育事業の利用者負担等に関する条例の一部を改正するものでございます。 

      改正の内容といたしましては、第３条中「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保

護者」に、第４条中「支給認定こども」を「教育・保育給付認定こども」に、「支給認定

保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に改正するのでございます。 

      よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願いを申し上げます。 

議 長（小野章一君） 町長の提案理由の説明が終了いたしましたので、これより質疑に入ります。 

      議案第６２号について質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議 長（小野章一君） ありませんので、これにて議案第６２号の質疑を終結いたします。 

      これより議案第６２号について討論に入ります。 

      まず、反対討論の発言を許します。 

（「なし」の声あり） 

議 長（小野章一君） 次に、賛成討論の発言を許します。 

（「なし」の声あり） 
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議 長（小野章一君） ありませんので、これにて議案第６２号の討論を終結いたします。 

      議案第６２号、みなかみ町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等

に関する条例の一部を改正する条例についてを採決いたします。 

      本案は原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議 長（小野章一君） ご異議なしと認めます。 

      よって、議案第６２号、みなかみ町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用

者負担等に関する条例の一部を改正する条例については、原案のとおり可決されました。 

──────────────────────────────────────────── 

 

日程第２１ 議案第６３号 みなかみ町スクールバスの設置に関する条例の一部を改正する条例につ  

             いて  

 

議 長（小野章一君） 日程第２１、議案第６３号、みなかみ町スクールバスの設置に関する条例の

一部を改正する条例についてを議題といたします。 

      町長より提案理由の説明を求めます。 

      町長鬼頭春二君。 

（町長 鬼頭春二君登壇） 

町 長（鬼頭春二君） 議案第６３号についてご説明申し上げます。 

      現在、みなかみ町では、町立小・中学校及び認定こども園の児童・生徒・園児の利便を

図ることを目的として、スクールバスを設置、運行しております。このたび路線バスの一

部ダイヤ改正により、スクールバス対象地域を拡大するため、条例改正を行うものでござ

います。具体的には、スクールバス利用対象者の居住地区に藤原地区の一部を新たに加え

るものでございます。 

      よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願いを申し上げます。 

議 長（小野章一君） 町長の提案理由の説明が終了しましたので、これより質疑に入ります。 

      議案第６３号について質疑はありませんか。 

      中島君。 

１３番（中島信義君） ただいま町長のほうから説明をいただきまして、地区でいえば藤原地区を追

加したということであります。今、藤原地区には暫定的にスクールバスを出している部分

があろうかと思います。この施行に伴って、その地区に日常的に対応を緩和していくのか、

ちょっとその辺をお聞きしたいんですけれども、前々から児童・生徒の少ない地区ですの

で、なかなかスクールバスをするにも、かなり１台で全部埋まるというような状態だと思

いますけれども、そういった部分も含めてこれからこのスクールバス対応していくのかち

ょっとお聞きしたいと思います。 

議 長（小野章一君） 学校教育課長。 

（学校教育課長 杉木隆司君登壇） 

学校教育課長（杉木隆司君） 中島議員のご質問にお答えさせていただきます。 
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      藤原地区につきましては、ご承知のとおり４月１日から路線バスの廃止に伴いまして、

一部暫定的にスクールバスを運行しているところでございます。確かに人数等は少ない

小・中学校でございますが、条例に基づきまして、小学校３キロ、中学校４キロというの

を基本的に考えていきますけれども、地域の実情ですとか、冬期間の雪の状況等いろいろ

ございますので、そういうことも踏まえて、せっかくスクールバスが運行できるようにな

りましたので、今後そういったことも含めて検討はしていきたいというふうに考えており

ます。 

      以上です。 

議 長（小野章一君） ほかにありませんか。 

      中島君。 

１３番（中島信義君） ただいまは教育課長のほうから説明いただいたように、みなかみ町、大勢の

人が特別な地域という考え方を多分持っていると思います。現在もいろいろな悩み事は

我々もお聞きしております。特に冬の期間、除雪は行き届いているとはいうものの、雪の

中をこねていく、こねていくなんていうと、ちょっと表現がわかりにくいかと思いますけ

れども、夜降った雪は朝除雪するから、あとは道はいいかもしれませんけれども、朝除雪

した後、なおかつ４０センチ、５０センチ積もる事案があることも承知していると思いま

す。そういったときにも、今、地域柄いろいろなことを考えていきたいということですの

で、生徒・児童の安全を第一に考えていってもらいたいなと、そのように思いますので、

これは答弁はここではいいですけれども、いずれそういう舞台があると思いますので、し

っかり質問させてもらいたいと思います。 

      以上です。 

議 長（小野章一君） ほかにございませんか。 

      久保君。 

１７番（久保秀雄君） １７番久保です。 

      今、大まかなことは中島議員が質問してくれたんだと思いますけれども、以前から学校

の公用車、これの利用についてということでいろいろ議会の中、当局との間で議論してき

たかと思います。 

      みなかみ町の教育委員会として、藤原地区については、学校の車というのか、公用車を

送迎に充てるよと、臨時的に充てるよと、こういう対応をしていただいているのかと。 

      今の報告の中で、４月からまたスクールバスと、こういう形で臨時的に運用しています

よと、こういう報告をいただきました。この２つの関係をどういうふうに整理しているの

かなと。この辺も含めて、スクールバスということであると、一定の時間で出るわけです

けれども、クラブだとかいろいろな諸事情の中で、人数は少ないですけれども、下校時間

が違ってくると、こういうこともあるかと思います。その辺の使い方というのか、使い分

けというのか、ぜひお聞きしたいと思います。 

議 長（小野章一君） 学校教育課長。 

（学校教育課長 杉木隆司君登壇） 

学校教育課長（杉木隆司君） 久保議員のご質問にお答えさせていただきます。 
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      スクールバスと公用車、両方利用が可能になったということでございますけれども、ス

クールバスにつきましては、基本的に児童・生徒の通学、または学校行事を基本に対応さ

せていただきたいと思います。また、公用車につきましては、基本的には緊急時の対応を

第一に考えております。最近では獣害ですとか不審者情報、また場合によっては台風です

とか災害時というふうな形もございますので、そういった利用と、今後、冬期の部活にも、

例えば公用車をどのように使えるかというのは今後検討していきたいと思います。 

      基本的にスクールバスにつきましては、先ほど申しましたように、通学、学校行事を基

本と、それ以外のものについては公用車で対応できればというふうに考えております。 

      以上でございます。 

議 長（小野章一君） ほかにありませんか。 

      久保君。 

１７番（久保秀雄君） もう１点、今のスクールバスの関係でなんですけれども、臨時的に４月から

運用していると、こういうことでありますけれども、それらの車両だとか要員については、

どんな運用の仕方というのかしているのか、ちょっと教えていただきたいと思います。 

議 長（小野章一君） 学校教育課長。 

（学校教育課長 杉木隆司君登壇） 

学校教育課長（杉木隆司君） お答えさせていただきます。 

      現在、藤原地区の車両につきましては、町が持っている予備車という形で対応させてい

ただいております。予備車ですので、当然今後いろいろなときに支障が生じますので、こ

のたび国の補助金のほうを申請いたしまして、正式にその内示をいただきました。今回、

車両購入につきましては、９月補正のほうで計上させていただきますので、藤原地区のバ

スについて認めていただければ、そちらで購入して運用していきたいというふうに考えて

おります。 

      以上です。 

（「要員は、要員。運転手だとかそういうのは必要なんですか」の 

 声あり） 

学校教育課長（杉木隆司君） 失礼しました。 

      今現在、暫定的な運用ということでございますけれども、４月から、今、運行をお願い

している大新東のほうに運行のほうはお願いしております。ですから、運転手等の手配に

つきましては、暫定的な措置でございますけれども、継続して運用していけると。 

      ただ、当然その分の予算につきましては、当初予算のほうにプラスで計上してございま

すので、運行につきましては継続して対応できればなというふうに考えております。 

      以上でございます。 

議 長（小野章一君） ほかにありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議 長（小野章一君） ありませんので、これにて議案第６３号の質疑を終結いたします。 

      これより議案第６３号について討論に入ります。 

      まず、反対討論の発言を許します。 
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（「なし」の声あり） 

議 長（小野章一君） 次に、賛成討論の発言を許します。 

（「なし」の声あり） 

議 長（小野章一君） ありませんので、これにて議案第６３号の討論を終結いたします。 

      議案第６３号、みなかみ町スクールバスの設置に関する条例の一部を改正する条例につ

いてを採決いたします。 

      本案は原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議 長（小野章一君） ご異議なしと認めます。 

      よって、議案第６３号、みなかみ町スクールバスの設置に関する条例の一部を改正する

条例については、原案のとおり可決されました。 

──────────────────────────────────────────── 

 

日程第２２ 議案第６４号 群馬県市町村総合事務組合の規約変更に関する協議について  

 

議 長（小野章一君） 日程第２２、議案第６４号、群馬県市町村総合事務組合の規約変更に関する

協議についてを議題といたします。 

      町長より提案理由の説明を求めます。 

      町長鬼頭春二君。 

（町長 鬼頭春二君登壇） 

町 長（鬼頭春二君） 議案第６４号についてご説明申し上げます。 

      本協議は、令和２年４月１日から、群馬県市町村総合事務組合の組織団体であります群

馬東部水道企業団、（太田市、館林市、みどり市、板倉町、明和町、千代田町、大泉町及

び邑楽町で組織）が常勤の職員に係る退職手当の支給事務の共同処理を開始すること。ま

た、同組合の組織団体である藤岡市が消防団員、または消防吏員に係る賞じゅつ金の支給

事務の共同処理を開始すること。加えて、同組合の規約別表について一部事務組合の設立

順に従い掲載順の変更を行うため、規約の変更について議会の議決を求めるものでござい

ます。 

      よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願いを申し上げます。 

議 長（小野章一君） 町長の提案理由の説明が終了しましたので、これより質疑に入ります。 

      議案第６４号について質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議 長（小野章一君） ありませんので、これにて議案第６４号の質疑を終結いたします。 

      これより議案第６４号について討論に入ります。 

      まず、反対討論の発言を許します。 

（「なし」の声あり） 

議 長（小野章一君） 次に、賛成討論の発言を許します。 

（「なし」の声あり） 
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議 長（小野章一君） ありませんので、これにて議案第６４号の討論を終結いたします。 

      議案第６４号、群馬県市町村総合事務組合の規約変更に関する協議についてを採決いた

します。 

      本案は原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議 長（小野章一君） ご異議なしと認めます。 

      よって、議案第６４号、群馬県市町村総合事務組合の規約変更に関する協議については、

原案のとおり可決されました。 

      ここで暫時休憩をしたいと思います。再開は１０時５０分といたしたいと思いますので、

よろしくお願いします。 

（１０時２８分 休憩）  

──────────────────────────────────────────── 

（１０時５０分 再開）  

議 長（小野章一君） 休憩前に引き続き会議を再開いたします。 

      ここで、総務課長より発言の訂正の申し出がありましたので、受けたいと思います。 

      お願いします。 

      総務課長。 

（総務課長 山岸正幸君登壇） 

総務課長（山岸正幸君） 失礼いたします。 

      先ほど議案第５３号でご議決いただきました消防ポンプ自動車の配備先についてご質問

いただいた際に、配備先を第９分団第１部湯原詰所と間違えて申し上げてしまいました。

正しくは、第９分団第１部湯宿詰所でございます。よろしくお願いいたします。 

──────────────────────────────────────────── 

 

日程第２３ 認定第１号 平成３０年度みなかみ町一般会計歳入歳出決算認定について  

      認定第２号 平成３０年度みなかみ町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について  

      認定第３号 平成３０年度みなかみ町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定につい  

            て  

      認定第４号 平成３０年度みなかみ町介護保険特別会計歳入歳出決算認定について  

      認定第５号 平成３０年度みなかみ町下水道事業特別会計歳入歳出決算認定について  

      認定第６号 平成３０年度みなかみ町水道事業会計決算認定について  

 

議 長（小野章一君） 日程第２３、認定第１号、平成３０年度みなかみ町一般会計歳入歳出決算認

定についてから認定第６号、平成３０年度みなかみ町水道事業会計決算認定についてまで、

以上６件を一括議題といたします。 

      町長より提案理由の説明を求めます。 

      町長鬼頭春二君。 

（町長 鬼頭春二君登壇） 
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町 長（鬼頭春二君） 認定第１号から第６号まで一括して説明をさせていただきます。 

      最初に、認定第１号、平成３０年度みなかみ町一般会計歳入歳出決算認定についてご説

明申し上げます。 

      歳入総額は１４１億９,７７４万７,３８３円、歳出総額は１３２億２,０５８万１,４２

８円で、歳入歳出差引残高が９億７,７１６万５,９５５円となりました。このうち、翌年

度へ繰り越すべき財源額が４億８,１０４万８,０００円ありますので、実質収支額は４億

９,６１１万７,９５５円となりました。 

      歳入については、町税が３５億３,４４８万５,５０３円で、歳入の２４.９％を占めて

おります。その主なものは、町民税８億２,５７３万２９５円、固定資産税２３億１,５４

１万８,３８８円であります。地方譲与税は１億９,４１０万６,０００円、各種交付金は

合計で４億７,５１６万２,３９０円でありました。地方交付税は、普通交付税が４５億６,

２８５万２,０００円、特別交付税が３億４,８２９万６,０００円でありました。 

      分担金及び負担金は１億１,５７８万３,２２７円で、保育等施設保育料負担金１,３３

３万７,８００円、学校給食費負担金６,８２９万６,８９８円等でありました。使用料及

び手数料は、町営住宅使用料、一般廃棄物収集処理手数料等で２億４,２３６万５,２８５

円となりました。国庫支出金は７億４,２１３万９,２１４円で、障害者自立支援給付費等

負担金１億７,０９９万５,３２２円、児童手当負担金１億４,２４６万９,２８６円、子ど

ものための教育・保育給付交付金１億１,２３２万８,６９７円、社会資本整備総合交付金

１億４,７１１万９,０００円などとなりました。 

      県支出金は６億８,２１０万５,０２２円で、障害者自立支援給付費等負担金８,５４９

万７,６６０円、後期高齢者医療保険基盤安定制度負担金６,１２１万８,９８４円、国民

健康保険基盤安定負担金７,４２２万７,０２８円、福祉医療費補助金７,０３６万７,０４

４円などでありました。 

      寄附金は２億５,２２０万２,９０７円で、主なものはふるさと寄附金２億４,６７２万

６,１０７円であります。 

      繰入金は１０億５,９４８万５,２９５円で、主なものは財政調整基金繰入金７億３,０

００万円であります。 

      町債は１２億２,０２０万円で、その内訳は合併特例事業債が１億２,８５０万円、過疎

対策事業債が６億４,４３０万円、地方交付税で交付されるべきところを町債としており

ます臨時財政対策債が４億４,５３０万円等であります。 

      続いて、歳出についてご説明申し上げます。 

      １款議会費は１億２,３４４万２,３２６円でありました。 

      ２款総務費は２２億４,４８１万５,７９４円となり、主な内訳は総務管理費１９億７,

４３７万５,０２７円、徴税費１億６,７０２万６,６４０円であります。総務管理費の主

なものは、一般管理費８億６８３万５,７８３円、財産管理費１億２,７７５万９,４４３

円、企画費３億８,９０９万３,８９２円、地域振興費３億４,６７９万９,３７５円であり

ます。 

      ３款民生費は２５億３１８万６,０５１円となりました。このうち社会福祉費は１６億



R1-4（9.3）第 1号 

－33－ 

６,３８９万１,９９７円で、主な内訳は社会福祉総務費１億４,０１７万５,１６５円、福

祉医療費１億４,８５５万８,１５９円、障害者福祉費４億７,０２１万８,６７６円、介護

保険費３億９,８６４万５,２３２円、後期高齢者医療費３億９,５５５万６,３４４円であ

ります。 

      また、児童福祉費は８億３,９２５万５,３６０円であり、児童福祉総務費１億３,８５

４万６,８９４円、児童措置費２億８５０万７,８７５円、保育等施設費４億８,６２１万

７,０８０円等でありました。 

      ４款衛生費は１２億２,２８６万９,２９２円となりました。内訳は、保健衛生費４億６,

９５５万５,８０３円、清掃費６億２４８万６,８６０円、水道費１億５,０８２万６,６２

９円であります。 

      ６款農林水産業費は６億１,５６６万２３６円であり、その内訳は農業費５億５,１９８

万９,１６０円、林業費６,３６７万１,０７６円であります。 

      ７款商工費は４億９,０３７万５３３円となり、その内訳は商工費９,１３０万３,６１

０円、観光費３億９,９０６万６,９２３円であります。 

      ８款土木費は１８億３,８７６万２,８３１円となり、内訳は道路橋梁費９億８,０６２

万９,２６６円、都市計画費５億３,８８７万４,０５４円、住宅費２億９,４６６万２,９

１１円等であります。 

      ９款消防費は５億６,３１９万５,７４５円でありました。 

      １０款教育費は１４億７,０６６万４５２円となり、その内訳は教育総務費２億８,５９

５万６,２０５円、高等学校費４億９,７７４万８,４００円、社会教育費１億４,５９９万

１,１５４円、保健体育費１億６,０５７万２,９１４円、学校給食費２億３,１６０万５,

４９５円等であります。 

      １２款公債費は２１億１,４８４万５,４３３円となり、元金は２０億３,９２３万５,５

９３円で、利子は７,５６０万９,８４０円でありました。 

      以上、一般会計についてご説明を申し上げました。 

      次に、認定第２号、国民健康保険特別会計についてご説明申し上げます。 

      歳入総額２５億４,７９３万７,３０５円、歳出総額２３億２,９０８万５,３１８円、歳

入歳出差引残額は２億１,８８５万１,９８７円となりました。 

      歳入につきましては、国民健康保険税が歳入総額の１８.６％、県支出金が６３.５％、

繰越金が１０.７％などとなっております。 

      歳出につきましては、大部分を２款保険給付費が占めており、歳出総額の６８.４％で

あります。平成３０年度から国民健康保険制度改革により群馬県が財政運営の責任主体と

なりましたが、国保税の納付や保険証の発行などの窓口業務については、今までどおり町

で行っております。 

      以上、国民健康保険特別会計についてご説明を申し上げました。 

      次に、認定第３号、後期高齢者医療特別会計についてご説明申し上げます。 

      歳入総額２億８,９００万６１１円、歳出総額２億７,０６４万４,３３４円、歳入歳出

差引残高は１,８３５万６,２７７円となりました。 
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      歳入につきましては、後期高齢者医療保険料が歳入総額の５６.１％を占め、続いて一

般会計繰入金の３３.９％などとなっております。 

      歳出につきましては、大部分が２款後期高齢者医療広域連合納付金であり、歳出総額の

９４.８％を占めております。後期高齢者医療制度は、広域連合が運営主体となっており、

町においては、主に保険料の徴収や窓口業務を行っているところでございます。 

      以上、後期高齢者医療特別会計についてご説明を申し上げました。 

      次に、認定第４号、介護保険特別会計についてご説明申し上げます。 

      歳入総額２７億６,１６５万８９６円、歳出総額２５億８,７００万２,７２４円、歳入

歳出差引残高は１億７,４６４万８,１７２円となりました。 

      歳入につきましては、介護保険料が歳入総額の１８.２％、国庫支出金が２４.９％、支

払基金交付金が２４.６％などとなっております。 

      歳出につきましては、大部分を２款保険給付費が占めており、歳出総額の９３.７％で

あります。 

      引き続き、健全な制度運営を基本として、真に必要な介護サービスの提供が図られるよ

う制度の拡充に努めてまいりたいと思っております。 

      以上、介護保険特別会計についてご説明申し上げました。 

      次に、認定第５号、下水道事業特別会計についてご説明申し上げます。 

      歳入総額は８億６７４万１,３３９円、歳出総額は７億７,１７７万３,２６３円で、歳

入歳出差引残額は３,４９６万８,０７６円となりました。このうち翌年度より繰り越すべ

き財源額が５１６万８,０００円でありますので、実質収支額は２,９８０万７６円となり

ました。 

      歳入につきましては、使用料及び手数料が歳入総額の３４％、一般会計繰入金が４５.

４％、町債が１４.６％などとなっております。 

      歳出につきましては、２款下水道事業費が歳出総額の３４.８％、３款公債費が５７.

９％などとなっております。 

      以上、下水道事業特別会計についてご説明を申し上げました。 

      次に、認定第６号、水道事業会計についてご説明申し上げます。 

      収益的収入及び支出につきましては、収入４億４,４５６万９,３６３円、支出３億９,

８７５万６,９９２円となりました。 

      資本的収入及び支出につきましては、収入２億８,４３１万４,９７８円、支出３億７,

９９０万２,２６１円となりました。不足額９,５５８万７,２８３円は、過年度分損益勘

定留保資金８,２２６万２,０６０円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額１,

３３２万５,２２３円で補塡いたしました。 

      以上が水道事業会計となりますが、認定第１号から第６号まで一括してご説明を申し上

げました。よろしくご審議の上、ご認定いただきますようお願いを申し上げます。 

議 長（小野章一君） 町長の提案理由の説明が終了いたしました。 

      ここで、みなかみ町代表監査委員より決算審査の報告を求めます。 

      代表監査委員澁谷正誼君。 
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（代表監査委員 澁谷正誼君登壇）  

代表監査委員（澁谷正誼君） 代表監査委員の澁谷でございます。 

      ただいま議長のほうからご指名をいただきましたので、私のほうから決算審査意見書に

ついてご報告申し上げます。 

      これにつきましては、地方自治法第２３３条第２項の規定によりまして実施されるもの

でございまして、去る７月２２日から実質１１日間にわたって審査をさせていただきまし

た。その結果を取りまとめたものでございます。 

      なお、これにつきましては、去る８月２０日に鬼頭町長に提出をさせていただきました。 

      それでは、中に入りたいと思います。２ページのところ、一般会計からでございます。 

      まず、総説であります。表が２つほどありますけれども、真ん中、１、財政収支の状況

でございます。平成３０年度の歳入総額は１４１億９,７７４万７,３８３円でございまし

て、予算額に対しましては９４.４４％、調定額に対しては９４.３２％でございました。

上に表がございますけれども、これは前年度との比較でございます。前年度よりもやや差

し引き残高がふえたかなという気がいたします。 

      次に、自主財源の関係でございます。自主財源の約６割を占める町税につきましては、

３５億３,４４８万５,５０３円でございまして、歳入全体に占める割合は２４.８９％と

なっております。自主財源につきましては、町で徴収できる税金と、そういったものが含

まれているわけでありますけれども、この表にございますように、昨年との、３０年度と

２９年度、ほぼ同じような割合で推移しているというふうに見ていいかと思います。この

うち、翌年度へ繰り越すべき財源４億８,１０４万８,０００円、これを差し引きまして、

実質収支額は４億９,６１１万７,９５５円でありまして、この中から２億５,０００万円

を財政調整基金へ繰り入れするという予定になっております。 

      ２番の財政運営の状況でございます。歳入につきましては、町税における収入未済額は

５億８,９２６万３,６５４円でありまして、調定額に対しましての収納率は８２.４７％

でございました。不納欠損は１億６,２２２万６５８円となっております。 

      歳出につきましては、予算額１５０億３,３９１万３,０００円、これに対しまして、支

出済額が１３２億２,０５８万１,４２８円でありました。このうち不用額が９億６４０万

８,５７２円、そして翌年度への繰越額が９億６９２万３,０００円がありまして、予算の

執行率としては８７.９４％となっております。 

      次のページ、基金の状況でございます。基金はそれぞれ条例に基づく積み立てと運用利

子、その他積み立てを行ったところであります。 

      ここに表を掲載しておきました。昨年度末には１５の積立基金があったわけであります

けれども、３０年度末には１４の積立基金ということでございます。それぞれこれから目

的を持った基金でございまして、今後とも十分その内容に精査した管理をお願いしたいと

思っております。なお、この前年度末と今年度末の差額約５億円積立基金が減っていると

いう状況でございました。 

      次に、各節であります。 

      参入決算の推移、これは町の歳入の状況を２８年から３０年の３カ年分にわたって掲載
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したものでございます。ほぼ毎年同じような動きをしているというのが見てとれるかと思

います。 

      ただ、この中で特記するのは、先ほど町長のほうから話がありましたように、寄附金が

２億５,２２０万２,９０７円ということでありまして、これのほとんど９８％はふるさと

納税基金であります。ふるさと基金でありますけれども、その２９年度は寄附金４億７,

２８１万９,１１０円のうち、約４億６,６００万がふるさと寄附金だったわけであります

けれども、今年度は前年度に比べまして５３％の寄附金しかなかったというのが実態とし

て見られるわけであります。 

      次のページ、歳入の主な状況を各款ごとに見てまいります。 

      町税につきましては、調定額４２億８,５９６万９,８１５円に対しまして、収入済額は

３５億３,４４８万５,５０３円でございました。収入済額は平成２９年度に対しまして１

億３,４４９万９５１円の減というふうになったわけであります。特に３項の軽自動車税

は前年を上回ったわけでありますけれども、その他の税がそれぞれ前年を下回ったという

ことが影響しているというふうに考えます。町税の収入済額のうち固定資産税が全体の６

５.５１％、町民税は２３.３６％でございました。調定額から収入済額、これと両方とも

減額になっているわけでありますけれども、収納率につきましては上がっております。収

納に関する努力が見てとれるかと思います。今後も同様な収納の努力を続けていただけれ

ばと思っております。 

      表に、ごらんになりますとわかりやすいように、収入未済額、後ろから２段目の表にご

ざいます。平成２９年度は約７億円が収入未済としてあったわけでありますけれども、３

０年度は約６億円、１億円強が収入未済を免れることができたと、収入を徴収することが

できたという表の見方でございます。 

      １０款の地方交付税、地方交付税につきましては４９億１,１４８万円でありまして、

利根商業高等学校分として３億８,８７３万２,０００円が含まれておりまして、これを表

にまとめたのが下に出ているわけでありますけれども、利根商分を除いた実績、町で使え

る交付税としまして、３０年度は４５億２,２４１万６,０００円、２９年度につきまして

は４６億３,８００万円余りということで、２９年度から比べて約１億２,０００万円ほど

地方交付税が減ったという実態が見てとれるかと思います。 

      次の６ページの表でございます。この表につきましては、１２款から２０款までの収入

未済額の状況を記載したものでございます。ごらんいただければと思います。それぞれ未

納の内容を精査していただきまして、住民間の公平性や財源の確保、あるいは制度維持の

観点からも、場合によっては法的措置も踏まえての徴収を望みたいというふうに思ってお

ります。 

      次に、歳出でございます。１款の議会費、議会費の歳出総額は１億２,３４４万２,３２

６円でありまして、昨年よりも約１,４００万円支出が少なかった。この支出額の変動に

つきましては、解散による空白期間、あるいは活動の減少や議員辞職等で減額となってい

るということでございます。今後も開かれた議会を目指して、活発な議会活動を期待する

ものでございます。 
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      以下、２款からお話し申し上げますが、各款の冒頭に書いてあります数字につきまして

は、それぞれ先ほど町長のほうから細かい数字は提示ございましたので、特にコメントの

部分についてポイント的にお話をしたいと思います。 

      ２ページの上から２行目であります。近年、豪雨災害等、想定外の災害がふえている中

で、初めに人命救助等を行うのは自主防災組織が頼りになってくると考えます。自主防災

組織については、各区の区長さんが代表で運営しているかと思いますけれども、地区によ

りまして、若干その温度差、これ毎年そうなんですけれども、活動に温度差があるという

ことも見受けられます。自主防災組織がより活動しやすくなるような啓発活動を、今後も

続けていっていただければと思っております。 

      また、町における人口減少と高齢化問題、これを考えた場合には、移住・定住の促進、

あるいはそのための環境整備というのは、非常に重要な行政課題の一つであろうというふ

うに思われます。そんな中で、地域にある活用されていないものを新たな資源として価値

を見つけビジネスを起こす、ないものはつくればいいじゃないかという発想のもとに、新

たなまちおこしでローカルベンチャー創出支援事業というのが、令和元年度より計画は始

まっております。本町に新しい風を吹かせ、他市の考え、あるいは力集まるよう計画をぜ

ひ進めていっていただければと思っております。 

      ３款の民生費であります。七、八行下の生きがいを感じている高齢者の割合、これは平

成２９年度は７７.６％、これが３０年度には７５.２％と、若干低下しております。高齢

化社会にありまして、高齢者の多くが生きがいを感じている、こういうことは、健康寿命

を延ばし、元気な本町が形成されると考えられるところでございます。高齢者が生きがい

をつくれる活動を続けていただきたい。 

      また、地域で支えあう福祉活動を行っている町民の割合は、平成２９年度２７.４％か

ら平成３０年度は２９.５％と若干上昇しております。今後の高齢社会にあって、なお地

域においてさまざまな形での協力関係というのが求められておりまして、生きがいを持ち、

元気な高齢者がこれからも地域を支える存在として積極的に協力してもらえるような仕組

みづくり、ネットワークづくりなども期待したいところでございます。 

      また、町民アンケートの結果で、自分の子供が心身ともに健やかに育っていると感じて

いる保護者の割合が平成２８年度は８９.９％でありましたけれども、平成２９年度は８

５.９％と若干低下しております。しかし、平成３０年度につきましては８９.４と、若干

また今度はふえたという実態があります。この数字がわかりづらい理由として、２０代保

護者の実績値がちょっと低いなということが影響しているというふうに見られているわけ

でありますけれども、ただ、本町の子育て支援策は、ほかの市町村と比較いたしましても

非常に水準は高いというふうに考えております。また、未確認児童がいないように細やか

な対応をとっておりまして、大変努力をしているんじゃないかというふうに考えられます。

今後も子育て支援の充実を図り、子育てしやすいまちづくりに励んでいただければと思っ

ております。 

      次、４款の衛生費であります。この項の下から３行目の平成２９年度ユネスコ・エコバ

ークに登録されました。自然と共生するみなかみ、その姿が世界のモデルであるというふ
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うに認められたことと思います。そういった意味では、今後ともごみの減量化・資源化に

ついて啓発活動を推進するとともに、美しいまちづくりについても積極的に取り組んでい

ただければと思います。 

      次、６款の農林水産業費であります。今、最も問題になっておりますのは、鳥獣による

被害であります。被害金額を見ますと、平成２８年度で７４５万５,０００円ありました。

これ平成２９年度は７２２万１,０００円、平成３０年度は６４５万４,０００円というふ

うに、このところ、その辺若干被害額は減少しております。これは被害に遭った作物にも

よるわけでありますけれども、これに対して、被害面積につきましては、平成２８年度が

９.０ヘクタールから平成２９年８.４ヘクタール減少してきたわけでありますけれども、

平成３０年度には８.６ヘクタールとやや増加しております。鳥獣被害につきましては、

農作物被害だけでなくて、人的被害につきましても大変重要なことでございます。昨年度

は２件人的被害があったというふうに聞いております。ここ数年、熊等の目撃情報は増加

しておりまして、令和元年度に入ってもたくさんの目撃情報が出ております。今後も対策

を強化し、特に人身被害が出ないよう、十分な対応をお願いしたいと思います。 

      ７款の商工費であります。この中で、観光面で見ますと、宿泊客、入湯客、観光消費額

ともに、平成２８年度に比べると、平成２９年度は低下したわけでありますけれども、平

成３０年度につきましては、入湯客数を除きまして全体的に向上したという実績が見られ

てございます。今後、デスティネーションキャンペーン、あるいは東京五輪、こういった

ものが開催されるに当たりまして、国内外に向けて情報を発信する好機だろうというふう

に考えております。この町は、我々住民が思っている以上に魅力のある自然を抱えている

ということに誇りを持って、関係団体との連携を図りながら、一層の情報展開を期待した

いと思っております。 

      ８款の土木費であります。都市計画道路につきましては、順調に計画が進んでいると考

えております。町民の利便性が向上するよう、引き続き施策の展開を期待したいと思って

おります。 

      一方、令和元年度に定住促進住宅がオープンいたしました。今後も若い世代やＩ・Ｕタ

ーンの方々が住みやすい、暮らしやすい町営住宅政策を進め、人口減がとどまるような施

策の展開をぜひ望みたいと思っております。これにつきましては、また後ほどのところで

申し上げます。 

      ９款の消防費であります。消防自動車の更新、防火水槽の更新計画等は計画的に行って

いただいております。最近では、消火栓の設置要望が増加しております。水道事業との関

連により計画的に設置を行っていただきたい。 

      なお、消防団につきましては、若い方の減少が続いておりまして、維持が非常に難しく

なっているという状況が聞かれます。団員の待遇の改善等、組織の再編を行いまして、現

況に即した形で計画し、住民の安全・安心を守れるよう、ぜひお願いをしたいと思ってお

ります。 

      １０款の教育費であります。次のページの３行目あたりから、みなかみ町立の小・中学

校の統合推進計画に基づきまして、月夜野地区の小学校、みなかみ町内の中学校の統合の
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計画が進められております。町の宝である子供たちが伸び伸び成長できるよう、教育環境

の整備充実はぜひお願いをしたいというふうに考えます。 

      １３款の諸支出金、これにつきましては、歳出総額は１９９万７,３６３円であります

が、これはほとんど土地開発公社費が主なものでございまして、平成３０年度につきまし

ても、土地開発公社決算を審査させていただきました。出納関係帳票及び証書類を照合し、

その内容を試査の方法により審査した結果、会計処理は適法、適正であったというふうに

認めるところでございます。 

      次に、１１ページ、第２の特別会計であります。 

      ここには、総括として、町内にあります４件の特別会計を総括して一覧表にしてござい

ます。それぞれごらんになっていただければと思います。 

      一般会計からの繰入金の状況、これも前年と比べてそう大きな差はなく、全体的には昨

年の９３％繰入金が減ったという状況がありました。 

      次の２つの表は、それぞれ歳入と歳出関係につきまして、予算額、あるいは調定額に対

する調定額とか収入済額の割合、それから予算額に対する支出済額、あるいは不用額の割

合、これを見たものであります。年々そう大きな差はなく推移していると思っております。 

      次の収入未済額の表であります。収入未済、３０年度４つの特別会計の合計で２億１,

２９２万５,６７９円、これ昨年は２億４,０００万の上あったわけでありますけれども、

前年よりも収入未済が約２,８００万円減らすことができたということが見てとれるわけ

であります。 

      次の特別会計の各会計状況であります。 

      それぞれこれ数字だけでございまして、先ほど町長のほうから細かく説明がございまし

たので、ここにつきましては、割愛をさせていただきたいと思います。 

      第３が企業会計。これも、１３ページは割愛させていただきます。 

      １４ページの事業運営であります。まず最初の未収金１億４,２５７万６,２３０円、こ

れは、平成３１年３月末現在の水道料金、あるいは加入金国庫補助金でありまして、一般

会計が出納閉鎖になります５月末現在には、約４,１００万円まで減ったという実態でご

ざいました。水道料金未収金は累積額でございまして、適正な処理が強く望まれるところ

であります。 

      次に、経営成績について、営業収益営業利益率とか経営資本回転率、経営資本営業利益

率、これ３つの指標について一応計算はしましたけれども、ご案内のように、みなかみ町

というのは非常に山手が多くて、あるいは人家同士が遠く離れているというような状況も

ございまして、投資した投資額に対して営業利益がそう上がらないというのが、これはも

う前からの話でございまして、実態的にやむを得ないかなという感じがしております。少

しでも状態が改善できればということを念じているところでございます。 

      これで、③のところで、一般会計からの補助金６,０２２万６,６２９円で、これは全額

法定内でございました。経営基盤の強化への取り組みの成果が上げられるというふうに考

えられます。今後もさらなる健全化に向けての努力を求めるところでございます。 

      次に、１５ページ、第４の審査結果の総括意見でございます。 
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      平成３０年度の決算審査は、前年度決算審査に引き続き、契約書の締結が必要な事業、

補助金交付事業について重点的に審査をさせていただきました。 

      まず、歳入についてであります。町税及び使用料等は、町を支える礎でございます。収

入未済額をふやさない対応を今後も重要課題として取り組んでいただければと思います。

毅然とした厳しい対処によりまして、住民間の公平と財源の確保に努めることは、今後厳

しさを増すと予想されます財政運営の上からも強く望まれるところでございます。 

      なお、滞納者への督促あるいは交渉、それから滞納管理及び滞納繰越金の記票におきま

しては、トラブルやミスの発生を防ぐためにも複数の職員で対応していただきまして、年

度末には再度収入未済額の確認を行うなど、二重チェックを基本として取り組んでいただ

ければと思います。 

      この下に、収入未済額の推移を一覧で表示いたしました。前のところでも、６ページで

も収入未済額は表示しましたけれども、それに加えて町税でありますとか、あるいは特別

会計等も含めて一覧に表示いたしました。これ絶対的に見ますと、平成３０年度収入未済

額は合計約１０億円です。平成２９年度末は１１億７,０００万円ということでございま

して、昨年から比べますと、収入未済額は１億７,０００万円減らすことができたという、

大変皆さんのご努力を感謝したいと思います。 

      次に、歳出についてであります。健全財政に向けまして、地方債の新規発行の抑制等、

鋭意努力されていることが認められます。しかし、地方交付税の合併算定がえによる加算

措置が平成２８年度から段階的に削減されておりまして、令和３年度からは完全に一本算

定になるわけであります。このことを想定いたしまして、個別の事務事業の必要性、ある

いは重要性についてもさらなる検討を進めていただきまして、小・中学校との統合計画が

進行しております老朽化施設の修繕等も必要になってきます。必要な経費を念頭に入れま

して、経費の節減に努めていただければと思います。 

      また、契約書の締結が必要な事業は、財務規則を遵守していただきまして、請負業者選

定委員会の諮問を確実に受けて事務を進めていただきたい。出先機関の職員の方も含めて、

契約書の締結が必要な事業、あるいは補助金について、職員の理解を深めるための研修等

も実施して、人員減、業務量増の中の厳しい面ではあると思いますけれども、支払い、契

約内容、契約文書の確認等、初歩的なチェックも怠ることがないように、ぜひ事務を行っ

ていただければと思います。 

      また、補助金に関しましては、補助対象額の積算根拠を明確にし、補助金交付要綱に沿

った公正、公平な補助金執行を行っていただければと思います。 

      ３の積立基金であります。平成３０年度決算による基金等の総額は７４億円となりまし

た。前年を約５億円下回ることになったわけであります。先ほど申し上げましたように、

合併算定がえによる加算額の減少という地方交付税の方向があります。今後の町財政に与

える影響は非常に大きいものがあるわけでありまして、今後想定される各種の多額な費用

負担が町財政を圧迫させることは、これは想定にかたくないわけであります。今後はそう

した要素を加味しながらも、柔軟かつ大胆な行政運営が求められることになりまして、そ

のためにも適切な基金管理に努めていただければと思っております。 
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      ４番の行財政改革についてであります。これまで財政の健全化に向けまして、行財政改

革のための行動指針に基づき鋭意取り組んできたことによりまして、一定の効果を上げて

きていることについては、大きく評価できるところであります。こうした中で、職員数に

ついては、当初目標を達成する人員の削減ができたわけでありますけれども、ただ、近隣

市町村、あるいは類似団体と比較すると、まだ削減の余地があるというふうに言われてお

ります。しかし、急速に進んだ職員削減という状況にある中で、従前からある事務事業を

そのまま継承しているものも多くあるようでございますし、また社会的要請の高まりによ

る業務の増加等もあると思われます。一方では、今後、会計年度任用職員制度の導入、あ

るいは定年制延長の動きなども、社会的変化が想定されます。これらの状況を踏まえ、あ

らたな人事管理とともに、現状と将来を見据えた事務事業の構築が急がれるところでござ

います。 

      その一環として、長年議論されております公共施設の統廃合、整理・縮減といった課題

につきましては、平成３０年度に総務課の中に構造改革推進室というのが設置されまして、

検討が進められてきたというふうに思われます。これは、令和になりまして室が変更され

て、政策室になってございますけれども、早急な整理・縮減の方向性の確立を強く望むと

ころでございます。同時に、事務事業に対する的確な状況判断と対応力の向上、また職員

の一人一人がさらに改革意識を高めることや、研修の充実などによりまして、職員減をカ

バーできるような人材育成と効率的な行政運営につきましても、ぜひご努力をお願いした

いと思います。 

      ５番の町営住宅の再配置についてであります。町営住宅につきましては、住宅に困窮し

ている人のための低廉な使用料で住宅を賃貸するという社会福祉の一環として位置づけら

れてきております。当町では、高日向団地が昭和４６年に建設が入りまして、１４４戸と

いう、町内で最も大きな団地として供用されてきている。それを含めまして、合計１２団

地、約５００戸分の利用が可能な状況にあるわけであります。しかし、近年、社会的状況

の変化の中にありまして、利用者がかなり少なくなっているという状態がございます。平

成２９年度については３６０戸、平成３０年では３４４戸と、全体の約７割程度の利用に

とどまっているという状況にあるわけです。 

      このたび、その一部で若年層を意識した定住促進住宅として活用が図られることとなっ

たわけでありますけれども、全体的に見て、今後大幅に利用者が増加するという状況には

ないんではないかというふうに考えられます。各団地ごとの地域の特性、そしてその団地

を取り巻く状況などを分析するとともに、関係機関等との協議も含めながら、将来に向け

てあるべき姿を検討するべきだと思われます。特に、最近は都市部の高齢住宅、高齢者が

増加しているという中で、サービスつき高齢者住宅というものの導入というものも図られ

ているというのは聞いております。用途変更等も含め、そういったものも、運用者はいる

かどうかは別としまして、そういったこともぜひ検討していただければとは思っておりま

す。 

      次の自罰型林業の目指すものということで、町では、平成２８年度に、町内の山林所有

者１,０００人にアンケート調査を実施したようでございます。その結果、山林を現在適
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正に管理している人、要するに山へ入って管理しているよという人は、全体のわずか１

３％しかいなかった。逆に、約４割の人が現状すら把握していない、要するに森の中に入

らない、入れないという、そういう状況が出ているという実態が出ております。 

      こうした中にありまして、町では、自罰型林業推進事業として、平成２９年度に５６０

万、平成３０年度には６２０万円、この事業費を当てまして、新たな林業経営のあり方を

推進してきました。この自罰型林業というのは、限られた山林を離れずに、その山林から

持続的に、例えば間伐等をしながら収入を得ていく、要するに昔ながらの林業と言えれば

言えるかと思います。作業道を高密度に設置することで、豪雨などによる山の崩壊を防ぎ、

あるいは無理のない間伐を繰り返すことによって、残った木の生長を見込むことができま

すから、将来にわたって樹木の価値を高めていく、そういったことがある。あるいは、作

業を続けていくことによりまして、獣の入りにくい環境というのができ上がる、そういう

ことも考えられるわけでございまして、非常にすぐれた環境保全型林業と言えるんじゃな

いかというように考えております。 

      町で実施した研修にも多くの参加者を得て、今後に期待が持たれるわけでありますけれ

ども、引き続き研修の充実を図りながら、施工、伐倒、危険防止等に期待する技術の研さ

んと販路の拡大、これを開拓を図りつつ、エコパークの理念、いわゆる地域を守る、生か

す、そういった方策の一つとしても、積極的な推進を期待するところであります。 

      なお、山林は、持続可能な資源、さらには温暖化対策には非常に大きな効果があるとい

うふうに考えられておりまして、最近は林業に対する見方も大きく変わりつつあるという

のが常識でございます。森林面積の大きいみなかみ町としては、ぜひ林業を基幹産業の一

つとして今後も取り組んでいければというふうに考えまして、十分な対応を望みたいと思

っております。 

      次、７の空き家解体補助金についてであります。住民の安全の確保、あるいは豊かな自

然環境の中で観光行政を積極的に進めていく当町につきましては、このところの人口減少、

あるいは高齢化、それから生活単位の変化、こういったさまざまな状況があろうかと思い

ますけれども、生活実態をなくした、いわゆる空き家の存在があちこちに散見されるわけ

でございます。こうした中で、町では、平成３０年度に空き家解体補助事業を実施いたし

まして、個人所有の空き家を自主的に解体する場合、解体費用の一部を補助することとい

たしました。現在見られる空き家は、ほとんどが耐用年数が旧耐震基準のものというふう

に見られまして、その場合には、上限で３０万円が補助されることになります。この事業

に対する問い合わせも非常に多いというふうに聞いておりまして、補助金としての性格は

あるわけでありますけれども、一定の制約はこれ当然のことであります。ただ、条件の見

直し、あるいは補助額の設定方法、こういったものをさらに検討して、要望のある多くの

町民に対応できるような方向ができればなということを考えまして、ぜひ検討をお願いし

たいと思っております。 

      次に、８番のテレワークセンターの活用であります。今、多くの自治体において、人口

減少、あるいは高齢化、そして地元経済の低迷、こういったものの問題を抱えておりまし

て、都市と地方の格差が拡大しているということがあるわけでありまして、町政運営に大
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きな課題が突きつけられているんではないかというふうに考えます。こうした問題解決の

一つの方法として、テレワークセンターというのが注目されているかと思います。町でも、

平成２９年度にサテライトオフィスを開設いたしまして、総務省の補助事業を導入いたし

まして、サテライトオフィスを実施し、６５９人の利用がありました。ただ、平成３０年

度は３８５人の利用者であったというふうに聞いております。平成３０年度には、この防

音性の高い間仕切りも設置をしたようでございまして、サテライトオフィスとしてより利

活用がしやすい環境が整ったものと思われます。町の山、川、こういった特徴を生かしな

がら、地域性をさらにアピールし、各種のイベントや交流機会を有効に活用しながら、高

度情報化時代を見据えて、人、企業の活発な交流を大いに期待をしたいと思っております。 

      以上、要望事項を含め、意見を示したところでありまして、本町の将来に向けて対応を

望みたいと思っております。 

      平成３０年度決算につきまして、出納関係帳票及び証書類を照合し、その内容を試査の

方法により審査した結果、一般会計、特別会計及び企業会計を通じまして、会計処理は適

法、適正であるというふうに認めたので報告をいたします。 

      以上、終わりに当たりまして、議員諸兄並びに町の関係者のそれぞれのお立場でのこれ

までのご努力に敬意を表するとともに、引き続き、みなかみ町の発展のためにぜひご尽力

をいただきますようお願いを申し上げまして、私からの決算審査意見の報告を終わらせて

いただきます。 

議 長（小野章一君） 以上で決算審査の報告を終わります。 

      ご苦労さまでございました。 

      これより質疑に入ります。 

      認定第１号から認定第６号につきましては、後日、連合審査会を開催しますので、質疑

は簡明に願います。 

      まず、認定第１号、平成３０年度みなかみ町一般会計歳入歳出決算認定について質疑は

ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議 長（小野章一君） ありませんので、これにて認定第１号の質疑を終結いたします。 

      次に、認定第２号、平成３０年度みなかみ町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定に

ついて質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議 長（小野章一君） ありませんので、これにて認定第２号の質疑を終結いたします。 

      次に、認定第３号、平成３０年度みなかみ町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定

について質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議 長（小野章一君） ありませんので、これにて認定第３号の質疑を終結いたします。 

      次に、認定第４号、平成３０年度みなかみ町介護保険特別会計歳入歳出決算認定につい

て質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 
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議 長（小野章一君） ありませんので、これにて認定第４号の質疑を終結いたします。 

      次に、認定第５号、平成３０年度みなかみ町下水道事業特別会計歳入歳出決算認定につ

いて質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議 長（小野章一君） ありませんので、これにて認定第５号の質疑を終結いたします。 

      次に、認定第６号、平成３０年度みなかみ町水道事業会計決算認定について質疑はあり

ませんか。 

（「なし」の声あり） 

議 長（小野章一君） ありませんので、これにて認定第６号の質疑を終結いたします。 

      お諮りいたします。 

      認定第１号、平成３０年度みなかみ町一般会計歳入歳出決算認定についてから認定第６

号、平成３０年度みなかみ町水道事業会計決算認定については、委員会議案付託表のとお

り所管の常任委員会に付託したいと思いますが、これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議 長（小野章一君） 異議なしと認めます。 

      よって、認定第１号、平成３０年度みなかみ町一般会計歳入歳出決算認定についてから

認定第６号、平成３０年度みなかみ町水道事業会計決算認定については、委員会議案付託

表のとおり所管の常任委員会に付託することに決定いたしました。 

──────────────────────────────────────────── 

 

日程第２４ 議案第６５号 令和元年度みなかみ町一般会計補正予算（第２号）について  

 

議 長（小野章一君） 日程第２４、議案第６５号、令和元年度みなかみ町一般会計補正予算（第２

号）についてを議題といたします。 

      町長より提案理由の説明を求めます。 

      町長鬼頭春二君。 

（町長 鬼頭春二君登壇） 

町 長（鬼頭春二君） 議案第６５号についてご説明申し上げます。 

      既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３億６,７９０万３,０００円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１４０億８,３７２万６,０００円とするものでご

ざいます。 

      歳出補正の主なものですが、２款総務費、１項総務管理費７,７９４万円の増額は、た

くみの里活性化事業５,２００万円、ユネスコ・エコパーク推進事業４００万円、猿ヶ京

温泉交流公園管理運営事業１,７０３万５,０００円が主なものでございます。 

      ３款民生費では、１項社会福祉費１億２,２５８万１,０００円の増額は、プレミアム付

商品券事業１億２,１９２万１,０００万円が主なものでございます。２項児童福祉費２,

９６５万５,０００円の増額は、保育等施設給付事業でございます。財源内訳の欄に一般

財源が計上されておりますが、子ども・子育て支援臨時交付金が地方特例交付金として一



R1-4（9.3）第 1号 

－45－ 

般財源に分類されるためでございます。 

      ４款衛生費では、２項清掃費６４万６,０００円の増額は、生ごみ処理容器等購入費補

助事業でございます。 

      ６款農林水産業費では、１項農業費の２,０８２万８,０００円の増額は、農林漁業体験

実習館管理運営事業１,２９８万円が主なものでございます。２項林業費１６０万円の増

額は、ナラ枯れ対策事業でございます。 

      ７款商工費では、２項観光費９８７万円の増額は、地域ポイントシステム運営活用事業

６０５万円、観光センター改修事業３５２万円が主なものでございます。 

      ８款土木費では、２項道路橋梁費２,３８７万円の増額は、町道関口大原線道路改良事

業２,０００万円が主なものでございます。４項都市計画費１０１万５,０００円の増額は、

湯宿地区街なみ環境整備事業で、５項住宅費１５０万円の増額は、空き家解体補助事業で

ございます。 

      １０款教育費では、１項教育総務費４５０万円の増額は、スクールバス整備事業でござ

います。５項社会教育費１,０２５万８,０００円の増額は、中央公民館改修事業７１５万

円、埋蔵文化財調査事業２３１万円が主なものでございます。 

      １１款災害復旧費では、１項農林水産業施設災害復旧費５,０４０万円の増額は、６月

及び８月に発生した豪雨災害によるものです。２項土木施設災害復旧費１,３２４万円の

増額は、８月の豪雨災害によるものでございます。 

      財源となる歳入補正ですが、主な内訳は、地方交付税９,５９４万３,０００円の増額は

普通交付税です。国庫支出金３,２６４万３,０００円の増額は、プレミアム付商品券事業

費補助金２,４１０万円の増額が主なものでございます。繰越金４,６１１万７,０００円

の増額は、純繰越金です。諸収入９,９７７万９,０００円の増額は、プレミアム付商品券

売捌収入９,６４０万円が主なものです。町債３,６９０万円の増額は、過疎対策事業債１

億１,１８０万円、災害復旧事業債２,６６０万円の増額と臨時財政対策債１億１５０万円

の減額でございます。 

      以上、よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願いを申し上げます。 

議 長（小野章一君） 町長の提案理由の説明が終了いたしました。 

      お諮りいたします。 

      議案第６５号、令和元年度みなかみ町一般会計補正予算（第２号）について、後日の本

会議において審議したいと思いますが、これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議 長（小野章一君） ご異議なしと認めます。 

      よって、議案第６５、令和元年度みなかみ町一般会計補正予算（第２号）についての質

疑以降については、後日の本会議において審議することに決定いたしました。 

──────────────────────────────────────────── 

 

日程第２５ ごみ処理調査特別委員会委員長報告（最終報告）  
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議 長（小野章一君） 日程第２５、ごみ処理調査特別委員会委員長報告（最終報告）についてを議

題といたします。 

      所管の委員長の報告を求めます。 

      ごみ処理調査特別委員会委員長中島信義君。 

（ごみ処理調査特別委員長 中島信義君登壇） 

ごみ処理調査特別委員長（中島信義君） これよりごみ処理調査特別委員会の最終報告を行います。 

      ごみ処理調査特別委員会は、前町長の議会不信任決議に伴う議会解散の争点として、Ｒ

ＤＦに言及したことにより、町民に対して多大な不安を与えたこと並びに町有施設遊神館

でのＲＤＦボイラー実証試験事業に関しての検証を進めるため、また平成３０年１２月の

議会定例会で設置されました。そして、平成３１年３月の議会定例会において、当委員会

の中間報告をさせていただきました。その内容をより詳細にまとめて本日の議会定例会に

最終報告をさせていただきます。 

      今回の最終報告では、茨城県古河市のＳ商店へ、固形燃料ＲＤＦの販売を打ち切った経

緯、みなかみエネルギーサービスとの接点及びＲＤＦ実証試験の協定書などについて報告

いたします。 

      平成２６年に、元町長より、奥利根アメニティパークの経費削減見直しの指示を受けた。

当時の担当課長が、経費削減は町民の負担軽減になるので、平成２７年度よりＲＤＦの町

内循環型構想推進の検討を始めたことは、これは評価したいと思います。 

      議会全員協議会で、当局より、ＲＤＦボイラーの実証試験を民設民営で行うと報告を受

けました。当時、ＲＤＦの運搬費は１トン２万１,０００円のこの委託先、ＩＨＩ観光エ

ンジニアリング―以下、ＩＫＥと申します―ＩＫＥは、茨城のＳ商店に減量で受け入

れができないか否かの確認をしたが、Ｓ商店は、今まで同様、全量でなければ受け入れる

ことができないと回答してきた。平成２９年３月１４日に、町とＩＫＥとの協議が調わな

かったため、Ｓ商店に２８年度末で終了、来年度からはなくなる旨を連絡したとある。 

      調査特別委員会は、平成３１年２月１３日に茨城県のＳ商店へ伺い、担当のＮ取締役執

行役員に聞き取り調査をしたところ、次年度に向け大型トレーラーまで購入し、継続の意

思はあった。一度切ったらその次は受け入れられないとの回答をしたとのことでした。取

締役執行役員のＮさんは、あくまでもＩＫＥのもとで事業をしていたので、みなかみ町の

職員とはかかわっていないとのことでした。このＲＤＦの運搬量については、元担当課長

が運搬量の減量をＩＫＥと協議したが、ゼロか１００かの回答に、来年度はゼロにしても

らいたいと、元町長の決裁もなく、独自の判断でお願いしたものであります。 

      ＲＤＦは、平成２９年４月から１日約１０トンから生産されており、奥利根アメニティ

パークでの保管量が限界に近くなったため、運搬処理の見積もりを２社からとり、ウィズ

ウェイストジャパンと１トン３万９,０００円で運搬処理契約を締結した。その結果、倍

近い多額の費用がかかっている。このごみ処理経費の削減が進んでいない状況であると言

わざるを得ない。 

      次に、ＲＤＦボイラーですが、２８年１月に、みなかみエネルギーサービス―以下に

つきましてはＭＥＳと言います―の代表者が来庁。元担当課長に面会。ＲＤＦをボイラ
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ーで燃焼し、熱源としてスッポン事業をしたいとのこと。そして、北海道富良野市でのＲ

ＤＦボイラーの実用状況、これは加温熱供給方式ということであります。その説明があり、

同年６月に、町当局より、議会の厚生常任委員会へそういう報告がありました。厚生常任

委員会より、担当課に町内循環が可能であれば連携をしたほうがよいと提案した。同年７

月２０日より、厚生常任委員会でＲＤＦボイラーを実用している先進地、北海道富良野市

へ視察。事前に運搬しておいた当町のＲＤＦをボイラーで燃焼し、それは可能であること

は確認しました。しかし、排ガスより基準値の７倍以上のダイオキシンが発生したとのこ

と。 

      次に、ＭＥＳの代表者がみなかみ町へ来た経緯は、当初、富良野市からの紹介でしたと

町から議会へ報告があった。しかし、我々が調査した結果、富良野市も紹介した事実はな

いとのことでした。元担当課長の勘違いであったことが判明した。ＭＥＳの代表者は、Ｒ

ＤＦを製造している自治体をインターネットで検索し来庁したとのことでありました。平

成３１年４月２６日の調査特別委員会で、ＭＥＳの代表者が元町長に面会したか、また誰

が紹介をしたのかの確認を、現在の担当課に依頼した。そして、令和元年５月１５日の調

査特別委員会の席上、担当課より、公式記録に面会した事実はなかったとの報告。そして、

非公式での面会も確認できなかったとのことでした。その後、８月９日の調査特別委員会

で再度確認したところ、非公式で面会した事実が判明しました。 

      次に、町有施設遊神館地内で実証試験をするための協定書ですが、平成２９年９月２２

日に起案し、元町長より決裁がおり、平成２９年１０月３日に、ＭＥＳの代表者と協定書

を締結したことを、元町長と元厚生常任委員長に報告した。そして、実証試験に向け動き

始めた。同年１０月３０日に、新町長にＭ氏が就任。１１月中旬、協定書がないとのこと

で、元担当課長が前町長と元議長へ提示した。その席上、協定書に不備がある旨の指摘が

あり、変更指示が出た。そして、ＭＥＳに対して協定書の変更とＲＤＦボイラー仕様書等

の提出を求めたが、現在も未提出のままとなっている。前町長は、昨年５月までは実証試

験を推進していたが、一連の騒動後は方向を転換し、政争の具とした。また、多数の議員

は、協定書の有無すら承知しておらず、情報共有の観点から反省すべき点は多々あり、慎

重に進めるべきであったと言わざるを得ない。その後の議会の要請で、協定書は提示され

た。実証試験で、ボイラーの設置期間は１年間と確認したにもかかわらず、協定書の内容

には、ボイラーの法定耐用年数以上との記載があった。さらに、実証試験が失敗した場合

の後処理と責任所在の記載がなかった。初めから成功ありきではなかったかと思わざるを

得ない。実証試験でありながら町有地内に無許可で施設を建設したことも不適切であった。

協定書は事前に議会に提示されていたならば、これらの問題は生じなかったと思われる。 

      一方、実証試験に使うボイラーは韓国製であり、新古の判断がつかないものであった。

平成３１年２月１２日に、調査特別委員会において同型ボイラーを実用している富良野市

へ調査に行き、確認したところ、自動運転システム及び熱交換器の能力に課題が見受けら

れ、調整及び修繕を行っていたため、当時は稼働していない状況が見受けられた。調査特

別委員会として、遊神館地内の実証試験には疑問を感じている。 

      最後に、ごみ処理調査特別委員会のまとめとして、ＲＤＦボイラーの実証試験を進める
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ための一連の説明と協議が不十分であった結果、問題は大きく、複雑にしたと言わざるを

得ない。昨年１２月の議会定例会において、ごみ処理調査特別委員会が設置され、数多く

の委員会、調査、そして関係者への聞き取りなど進めてきたが、調査特別委員会としては

限界を感じた。今後、町当局として、この最終報告を受けて対応していただくことを申し

述べ、ごみ処理調査特別委員会の最終報告といたします。 

      なお、この本報告書を委員全員で一言一句を慎重に協議し、取りまとめました内容です。

皆様のご理解をお願いいたします。また、本調査特別委員会にご理解、ご協力いただいた

関係者の方々に心より感謝と御礼を申し上げます。 

議 長（小野章一君） 委員長の報告が終了いたしましたので、これより質疑に入ります。 

      ただいまの報告について質疑はございませんか。 

      窪田君。 

６ 番（窪田金嘉君） ６番、窪田です。 

      調査に際して、山地氏、それから木内氏、それから元課長、元町長と全員と会って調べ

たんですか、これは。 

議 長（小野章一君） 委員長。 

（ごみ処理調査特別委員長 中島信義君登壇） 

ごみ処理調査特別委員長（中島信義君） 調査はしておりません。 

議 長（小野章一君） ほかにございませんか。 

      髙橋君。 

１５番（髙橋市郎君） この文章の中に、私の、直接ではないですけれども、私を名指ししているよ

うな文面もあるわけですけれども、今、窪田議員が調査をしたんですかという話で、して

いないと。中間報告の中に、５回の委員会と現地調査及び聞き取り調査を今後進めるんだ

と、進めているところで、今後進めるんだということが書いてある。それで、今回の最終

報告も、数多くの委員会、調査、そして関係者への聞き取り調査などをした結果、委員会

で一言一句検討してこの文章だということですよね。 

      しかしながら、私、茨城に行ったり、富良野まで行って調査をしたにもかかわらず、す

ぐそばにいる私に対しては、５月２５日の読売新聞に、いわゆる最終報告書の検討をする

という中において、新聞報道を２５日にされた、２４日の委員会の内容が報道されている。

それまでの間、１２月の委員会の設置から新聞報道された２５日までの間においては、一

度も私に対して話を聞かせてくれという話はなかった。これは、片手落ちじゃないのかな

と思ってはいるんですけれども、それは委員会、副議長が委員長で、各常任委員長が委員

になっている、そんな立派な委員会だから心配ないだろうというふうに思っていたわけだ。

そして、２５日の新聞報道を受けて、２９日だったかに全協があった。そのときに、私が

このことを指摘させていただいたんですけれども、どうしてその情報がいわゆる新聞報道

までに至ったか。 

      その辺はどうであれ、何回委員会が開かれて、中間報告には５回とある。きょうの最終

報告には回数がない。何回の委員会があって、どういう方に聞き取り調査をしてというこ

とがあってしかるべきじゃないかなと思うんですけれども、５月の新聞報道の後、私のと
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ころに、特別委員長から電話が１回ありました。委員会の中で多分協力をいただけなかっ

た元厚生常任委員長の髙橋からは協力をいただけなかったというようなことが、多分委員

会ではあったのかなと、私はこれは想像ですけれども。しかしながら、幾日か、６月にな

ってからなんですけれども、その要請があった。しかしながら、なぜほかにもう少しやる

べきことがあるんじゃないですかとお答えをしただけで終わったわけです。正式な申し入

れというふうには、私は受け取らなかったです。 

      その後、もう一度、全協が終わったら、副議長、特別委員長が私のところに来て、ちょ

っと議長室に来てくれと。私はその日、朝の全協が始まる前にその言葉をいただいておれ

ば、やりくりして時間を割くことぐらいはわけはなかった。しかしながら、終わってから

ついでのように、議長室に来てくれ、何の用かわからなかったからお断りした。そんなこ

としか、私は受けた覚えがないわけであります。 

      そういうことで、この最終報告書、私に言わせれば、先ほど窪田議員が質問して、自信

を持ってありませんと、そういうのを委員会全員が一言一句間違いなく認めたというのが

理解できない。 

      質問ですから、何回の委員会をして、どなた様に聞き取り調査をされたのか、その辺に

ついて明確にお答えをいただきたい。 

議 長（小野章一君） 委員長中島君。 

（ごみ処理調査特別委員長 中島信義君登壇） 

ごみ処理調査特別委員長（中島信義君） 委員会並びに調査、聞き取り含めて１７回行いました。当

初６月に、定例議会において最終報告という話がありましたけれども、また委員会の中で

もう少し調査を進めたほうがいいだろうということで、１議会延ばして９月の定例議会に

最終報告となりました。その中で、委員会の中でいろいろ議論・協議して、結果、以上報

告した内容の形でこの調査等は一応終わりにしたいという全員の意見がまとまった経緯で

あります。 

      以上です。 

議 長（小野章一君） ほかにございませんか。 

（「誰にしたか聞きたいと思います」の声あり） 

議 長（小野章一君） 委員長中島君。 

（ごみ処理調査特別委員長 中島信義君登壇） 

ごみ処理調査特別委員長（中島信義君） 誰にしたかというと、富良野市に行って、関根課長さんと

も話をさせていただきました。あと、茨城のＳ商店のＮさん、一応名前は控えさせてもら

います。それとＩＫＥの方、今はちょっと名字わかりますけれども、それと元の行政の担

当課長さん、以上でございます。 

議 長（小野章一君） ほかにありませんか。 

      髙橋君。 

１５番（髙橋市郎君） ということになると、余り多くないなというのが私の感想なんですよね。も

う少し聞いたほうがいい人は、私が思うのにはいると思うんです。業者どこへ行って聞い

たというのは、それでこれだけの文章、全員の委員の方々が認めている。私のところにな
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ぜ来なかったのかなと、今でも不思議なんですけれども、５月の最終報告書をまとめよう

とした段階までは一言もアプローチすらなかったですよね。なぜなかったんですか。 

議 長（小野章一君） 久保君。 

１７番（久保秀雄君） 暫時休憩して、全協の開催を求めたいと思います。 

議 長（小野章一君） 髙橋君。 

１５番（髙橋市郎君） そんなもの、俺質問したんだから、すぐやってもらわなくちゃ困るよ。 

議 長（小野章一君） じゃ、今、髙橋君の質問に対して、委員長中島君。 

（ごみ処理調査特別委員長 中島信義君登壇） 

ごみ処理調査特別委員長（中島信義君） なぜ私のところへ来なかったという話が、今発言がありま

したけれども、これも委員会の考え方としてそういう方向でいましたので、それ以上はあ

りません。 

議 長（小野章一君） ほかにございませんか。 

      本多君。 

７ 番（本多公保君） 昨年の、私この４月に初めて当選させてもらったときに、この内容に関して

は全然知らなかったし、突然、前町長の不祥事で不信任が可決されたその日に、前町長が

記者会見で、ここには多少触れてあるんですけれども、セクハラ問題ではなくてＲＤＦ問

題ですとはっきり言い切りました。そして、記者がもう一度確かめて、あなたの不祥事じ

ゃないんですかと言ったときに、はっきりこのごみ処理のことだと、ごみのこと、ＲＤＦ

のことと言ったことを記憶しております。 

      このいろんな経緯につきましては、我々新しい議員、今までの経緯も何も存じませんの

で、この書いてあるとおりだと思いますけれども、私たちとすれば、新しい議員が６人あ

の当時当選したんですね。そのときに、町長が突然初めて議員研修会かなんか開かれた日

に、初めてマスコミに報道されたわけです。そのことについて、ですからはっきり言って、

町長の自分の不祥事のすりかえだったわけですよねと自分は感じております。そのことに

ついてもう少し触れてほしかったというのが、質問といいますか、そのために議会がたっ

た３カ月で解散して、あの中には仲間の議員の方も、これは選挙ですから、落選もこれは

しようがないとしても、前田町長は、解散した時点で自分の議員であった仲間に怪文書を

つくらせたわけですね。それで、私の家にも何回も怪文書が来ました。誰が誰から何かを

もらったとか、金が動いたとか、そういうようなことが、それに踊らされた議会があるん

じゃないかなと、私ははっきりちょっと申し上げたいと思います。 

      ですから、そのことについて、もう少し本来ならここで、もう少しこの中で触れてほし

かったんですけれども、これは最終報告ですから仕方ありませんけれども、町民はこれで

は納得しないんじゃないかと思います。町長が、いろんな頭文字で、イニシャル出てきた

わけですよね。何さんが、Ｎとか、Ｍとか、Ａとか、それがお金をもらったとか、もらわ

ないとか、そういうことは怪文書で、うちの特に新治方面には流れました。そのことにつ

いても、ここには全然触れていないので、町民はこれでは納得しないんじゃないかなと思

います。特別委員会のご苦労されたことには敬意を表しますけれども、この内容につきま

しては、私は個人的にはまだ物足りないんじゃないかと違和感を持っています。 
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      以上です。 

議 長（小野章一君） 委員長、ありますか。 

（ごみ処理調査特別委員長 中島信義君登壇） 

ごみ処理調査特別委員長（中島信義君） 最終に、限界を感じたという文言があります。皆さんが思

う調査委員会では何でもできるというふうなことじゃありません。やはり、そこにはそれ

なりの相当な限界を感じたということで、文言を綴ってあります。このことにつきまして

は、当局のほうへ委ねましたので、そちらのほうでいろいろ調査というか、それを進めて

もらえればということで、最終報告とさせていただきます。 

議 長（小野章一君） 本多君。 

７ 番（本多公保君） 申しわけないんですけれども、もしまだ疑義が残ってこの最終報告になった

んでしたら、もっと問題があるわけで、百条委員会なり何なりつくればいいわけでして、

すっきりしないところは、もちろん以前の問題ですから、あっても当然だと思いますけれ

ども、もし仕方ないからこれで打ち切ろうという最終報告でしたら、ちょっと納得できな

いんですけれども、その辺ちょっとお聞かせ願いたいと思います。 

議 長（小野章一君） 委員長中島君。 

（ごみ処理調査特別委員長 中島信義君登壇） 

ごみ処理調査特別委員長（中島信義君） 一応、我々調査委員会とすれば、一応最終報告ということ

で、この記述のとおりということでご理解いただいて、その後につきましては、我々がど

うのこうのと述べる筋合いのものじゃありませんので、今後にまた委ねていくという言い

方をすればあれですけれども、我々の調査委員会はこれで最終報告とさせていただきます。 

議 長（小野章一君） よろしいですか。 

      髙橋君。 

１５番（髙橋市郎君） 先ほど委員長が１７回の特別委員会を開いたという中で、議員が傍聴を求め

たら入れてもらえなかったということも聞いたんですけれども、何回目かのいわゆる５月

２４日だったと思いますよね、委員会が開いて。そのときには傍聴を入れて、しかも報道

機関の方も入れたということ、その辺が不可解。最終の報告書をまとめて、本来なら６月

に報告をするというような予定だったんではないかと想定されるんですけれども、そのと

きになぜ報道機関を入れたのか。１７回の中で何回傍聴を認めて、何回傍聴を認めなかっ

たのか。 

      その点と、もう一点は、ここにもあるように、私が委員長をやらせていただいたときに

は、岸さんが町長だった。岸さんの元町長ということもここに出ているようだけれども、

岸さんにも普通なら話を聞かせてくださいというのが通例あることだと思うんだけれども、

なぜそれをしなかったか。私なんぞに聞いたって、そんなことは覚えの悪い俺なんかに聞

いたらしようがないから、そんな話はなかったろうけれども、ここ一番肝心な決裁権のあ

る岸さん、しかも職員に指示できる立場だけれども、我々議員なんぞは、そういう意見を

申し上げたって軽くあしらわれるということは、皆さんも前にいらっしゃる課長さんたち

は幾らでもそんなことはやっている話で、よく言う話が、前、火葬場の話で、委員会とし

て進めるべきということで最終お願いをしたのにもかかわらず、予算を蹴飛ばした３０年
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度予算だったものが、前の総務課長が蹴飛ばして、そのぐらいのことを平気でできるんだ

から、だから、委員長が議会がどうのとか、ここに載っているけれども、そんなことは余

りないなと。なぜ、岸元町長にお話を聞かなかったのか、それは理解できないですね。な

ぜしなかったのか。 

議 長（小野章一君） 委員長中島君。 

（ごみ処理調査特別委員長 中島信義君登壇） 

ごみ処理調査特別委員長（中島信義君） それにつきましても、委員会の中で協議した結果、そうい

うことになりましたんで、それはご理解ください。 

議 長（小野章一君） ほかにございませんか。 

      久保君。 

１７番（久保秀雄君） 今の最終報告の中で、特別委員会として限界を感じたと。そして、先ほども

言われたように、議員のほうから発言されているように、この問題については、大変多く

の町民が関心を持っている、こういうことだと思います。 

      それで、先ほど委員長があとは当局にお任せをすると、こういう答弁があったかに思い

ます。全て当局にお任せをすると、こういうことでなく、特別委員会としての一つの区切

りはつけますけれども、議会としては引き続き関心を持ってこれに対応していかなければ

ならないんだなと、こういうふうに考えていますので、ぜひそういう姿勢でこれからも臨

んでいただきたいと、こういうことを強く要望しておきたいと思います。 

議 長（小野章一君） そういうことで、久保議員、よろしいですか。 

      ほかにございませんか。 

（「なし」の声あり） 

議 長（小野章一君） ありませんので、これにて質疑を終結いたします。 

      ご苦労さまでございました。 

      お諮りいたします。 

      ごみ処理調査特別委員会については、委員長報告のとおり本日をもって終了することに

ご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議 長（小野章一君） 異議なしと認めます。 

      よって、ごみ処理特別委員会については、委員長報告のとおり、本日をもって終了する

ことに決定いたしました。 

      大変ご苦労さまでございました。 

      ここで暫時休憩をしたいと思います。再開は午後１時半としたいと思います。よろしく

お願いします。 

（１２時２４分 休憩）  

──────────────────────────────────────────── 

（１３時３０分 再開）  

議 長（小野章一君） 休憩前に引き続き、会議を再開いたします。 

──────────────────────────────────────────── 
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日程第２６ 一般質問  

 

通告順序１   ４番 阿 部   清   １．高齢者ドライバー対策  

                     ２．防災教育の重要性  

 

議 長（小野章一君） 日程第２６、一般質問を行います。 

      一般質問については、５名の議員より通告がありました。 

      本日は２名の方の質問を順次許可いたします。 

      まず、４番阿部清君の質問を許可いたします。 

      阿部君。 

（４番 阿部 清君登壇）  

４ 番（阿部 清君） ４番阿部清、議長の許可をいただきましたので、通告に従いまして一般質問

をさせていただきます。 

      本日につきましては、２問質問をさせていただきます。 

      初めに、高齢者ドライバーへの対策について質問いたします。 

      現在、日本の総人口は、２０１６年をピークに減少段階に入っています。一方で総人口

に占める６５歳以上の高齢者の割合は年々増加しています。交通事故件数と交通事故死者

数は年々減少し続け、交通事故死者数は昭和４５年の１万６,７６５名をピークに、平成

３０年には３,５３２名まで激減しました。道路整備や信号、標識などのインフラの充実、

自動車の設計、安全装備の普及、飲酒運転の取り締まり強化などの成果だと考えられます。

しかしながら、今後も減らし続けるためには、新たな事故対策、すなわち今まで十分対応

できなかったドライバー自身への対策が指摘されています。 

      一方、全体の交通事故死者数に占める高齢者の割合は、社会の高齢化とともにふえ続け、

今後もこの傾向は続くことが確実視され、高齢者ドライバーへ対策は急務であると言われ

ています。昨年の全国の交通事故死者数３,５３２名のうち、約半数の１,７１１人が歩行

中または自転車乗車中の事故で死亡しているが、その約７割は６５歳以上の高齢者数で死

者数全体の５５.７％を占めています。 

      また、６５歳以上のドライバーの死亡事故が全体の１８％を占め、死者数は着実に減っ

てはいるが、高齢化が進む中、高齢者の割合は高いままで死亡事故を減らすには高齢者ド

ライバーへの対策は重要とされていますが、現在、町ではどのような取り組みをしている

のかお伺いします。 

議 長（小野章一君） 町長。 

（町長 鬼頭春二君登壇） 

町 長（鬼頭春二君） 阿部清議員から高齢者ドライバー対策についての質問をいただいております。 

      近年、高齢者ドライバーによる重大な交通事故が多発をしております。運転免許証を持

つ高齢者自身、またそのご家族も高齢のご家族が運転することについて心配や不安を抱え

ている方がいらっしゃるのではないかと思っております。 
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      高齢者ドライバー対策は、１つの取り組みで解決するものではないと考えておりますの

で、今現在、町でやっている買い物支援とか、これはまだこれからの課題ですけれども、

移動支援なども含めて検討していく必要があると考えております。 

議 長（小野章一君） 阿部君。 

（４番 阿部 清君登壇）  

４ 番（阿部 清君） 国や各自治体でも現在さまざまな対策を講じているようですが、これといっ

た施策が見つからないのが現実のようです。当町でも努力はされていると思いますが、今

後は町独自の取り組みを期待いたします。 

      また、そもそも高齢者ドライバーとは年齢が幾つになったときのことを指すのかという

と、厚生労働省が医療制度による規定で６５歳から７４歳までは前期高齢者、７５歳以上

を後期高齢者と定めているため、警視庁が毎年まとめている交通事故統計で高齢者ドライ

バーは６５歳以上と定義しているようです。 

      高齢者の運転免許保有数は、毎年増加を続けています。この１０年で７５歳以上が１.

９倍、８０歳以上が２.３倍に増加しています。２０１７年に改正された道路交通法に基

づいて、７０歳から７４歳までの運転免許証更新時、高齢者講習が義務づけられています。

合理化講習ということで動体視力検査や実際に車を運転して状況を判断してもらい更新だ

そうです。 

      ７５歳以上の方は認知機能を調べる検査が義務づけられています。幾つかのイラストを

見て記憶し、少し時間が経過してから思い出す記憶力の検査や時計の絵を描くことによっ

て位置関係を把握する検査などが行われます。検査の結果は「認知のおそれがある」「機

能低下のおそれがある」「心配ない」の３つに分類されます。このうち認知のおそれがあ

ると診断された人は、医師の診断書の提出が義務づけられ、新たな取り組みも盛り込まれ

ましたが、昨今高齢者ドライバーによる重大交通事故が相次いで起きており、運転免許証

返納の声が高まっていますが、町長の見解をお伺いします。 

議 長（小野章一君） 町長。 

町 長（鬼頭春二君） 交通安全の観点から進められております運転免許証の自主返納については、

高齢者ドライバーの安全対策に一定の効果があるというふうには思っております。 

      町は、平成３０年度より運転免許証自主返納支援事業を行っております。この支援事業

については、沼田交通安全協会の協力のもと自主返納者がワンストップの窓口で手続がで

きるようになっております。自主返納者には運転経歴証明書の発行手数料及びみなかみバ

スカード、これは額面で４,３５０円分ですけれども、２枚を補助しております。 

      利根沼田地区では、沼田市と昭和村で同様の事業を行っております。 

議 長（小野章一君） 阿部君。 

（４番 阿部 清君登壇）  

４ 番（阿部 清君） 自主返納者サポート、これは各自治体でいろいろなサービスに取り組んでい

ると思いますが、町では運転経歴証明書の交付手数料の減額補助、またバスカードを２枚

配布、そんなような特典もいいですが、運転免許証返納後の移動手段としてのまた新たな

サービスの取り組みも考えてはいかがでしょうか。 
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      運転免許証自主返納支援事業、この３０年４月より開始したそうですけれども、１年た

ちましたが年間どのぐらいの人数の高齢者が運転免許を返納しているのかお伺いします。 

議 長（小野章一君） 町長。 

町 長（鬼頭春二君） 高齢者の運転免許証、町で行っております運転免許証の自主返納事業で返納

された方、平成３０年度では７４名、今年度は７月末までで３０名の方に利用していただ

いております。 

議 長（小野章一君） 阿部君。 

（４番 阿部 清君登壇）  

４ 番（阿部 清君） ３０年度が７４名、思っていた以上に返納しているような感じですが、今後

も高齢者の割合の増加とともに返納者の数も毎年ふえてくると思います。各自治体では運

転免許証を返納した高齢者への支援の強化に努めるなど、運転免許証を返納しやすい環境

の整備に向けた取り組みを進めていますが、こうした対策は十分とは言えないのが現状で

あります。実際問題、単に免許を返納すれば済むという問題ではなく、高齢者からの運転

免許証返納は交通弱者を大量発生させることになると思います。路線バスの本数やタクシ

ーの減少、また鉄道が通っている地域も限られます。運転免許証返納は死活問題というの

が実情ではないでしょうか。 

      安易な運転免許証返納要求は、地方の現状を見落としているのではないかと思いますが、

町長の見解をお伺いします。 

議 長（小野章一君） 町長。 

町 長（鬼頭春二君） 高齢者が免許返納できない理由の一つとして、やはり移動手段がなくなるこ

とが上げられると思います。みなかみ町を含めまして地方の実態として公共交通に不便を

感じている、または公共交通を利用できない地域を持つ自治体は多いと思っております。

やはりこういった山間地域におければ、やはりそういった不便を感じている住民の方は多

いというふうに思っています。 

      やはり先ほどの繰り返しとなりますが、買い物支援とか移動支援なども含めて幅広く検

討していく必要があるというふうに思っています。 

議 長（小野章一君） 阿部君。 

（４番 阿部 清君登壇）  

４ 番（阿部 清君） どんなに町が魅力ある優遇措置や特典を用意しても、なかなか自主返納でき

ない事情を抱える高齢者や地域があることも事実です。車の依存度の高い地域に住む高齢

者たちが少しでも安全に運転できる取り組みを期待いたします。 

      高齢者ドライバーの事故原因として考えられることに、操作ミス、行動ミス、判断ミス、

予測ミス、認知などが考えられます。操作ミスや行動ミスではＡＢＳやブレーキアシスト

などの車両側からの支援でカバーでき、今後もさらに進化していくものと思われます。 

      認知の対策としては、衝突防止システム等があります。また、ブレーキとアクセルの踏

み間違い防止装置があります。ことし６月に大泉町、県内の自治体で初めてブレーキとア

クセルの踏み間違い防止装置を取りつける高齢者の費用の一部を助成する制度を導入する

という意向を明らかにしました。また、昨年より自動ブレーキシステムなどの安全装備の
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備わっている先進安全自動車の購入費の一部の助成やドライブレコーダーの購入費を助成

しています。 

      東京都は、緊急対策として、ことし７月３１日からブレーキとアクセルの踏み間違い防

止装置の購入費用の９割を補助する新たな取り組みを開始しました。県内では、渋川市が

早ければ今月末から費用を補助すると発表、このような取り組みで今後多くの自治体で助

成の動きが出てくると思いますが、当町においては今後そのような考えがあるのかお伺い

します。 

議 長（小野章一君） 町長。 

町 長（鬼頭春二君） 高齢者ドライバーは長く運転をしてきて、安全運転に努めている方がほとん

どだというふうに思っています。しかし、そのような方々でも予想もしないことが起こる

のが交通事故だというふうに思っています。 

      高齢者ドライバーが多いみなかみ町においても、高齢者ドライバーの安全運転につなが

る支援が必要であるというふうには思っております。阿部議員、ご指摘のように、東京都

や渋川市などで誤発進防止装置、そういったものに対する補助制度をつくって、事故防止

に努めていこうというふうに動きがあることは承知をしておりますが、みなかみ町におい

ても高齢者ドライバー支援について、議員の皆様にもご意見を伺いながら、今後検討して

いきたいと思っております。 

議 長（小野章一君） 阿部君。 

（４番 阿部 清君登壇）  

４ 番（阿部 清君） ぜひ前向きに取り組んでもらいたいと思います。 

      昨年、町内の商業施設の駐車場で高齢者が運転する車がブレーキとアクセルの踏み間違

いをし、急発進、人をはねるところを目撃しました。車は店舗前の車どめ支柱にぶつかり

とまりました。すぐにはねられた人と運転者のところに行き、確認しましたら私の知り合

いの方だったんです。はねられた人は運転者の奥さんで、救急搬送されましたが、幸い軽

症で済みましたが、一歩間違えれば大惨事になるところでした。 

      今後、このような事故を少しでも減らすためにも、多くの高齢者の車にブレーキとアク

セルの踏み間違い防止装置を取りつける取り組みと、高齢者が免許証返納後もこれまでど

おり不自由なく移動や外出のできるサービスの充実が求められます。 

      今後の新たな対策、取り組みを大いに期待しまして、次の質問に移ります。 

      次に、防災教育の重要性について質問いたします。 

      自然災害発生危険時には、住民は周辺状況の変化、行政からの情報をもとに災害発生前

に避難することが必要となります。災害による犠牲者を減らすためには、防災教育等によ

って住民に避難を促すとともに、住民みずから判断して避難することのできる体制をつく

ることが必要であります。災害が発生した際に被害をできるだけ小さくするには、事前の

取り組みが必要であります。防災の取り組みをするに当たってやるべきことはいろいろあ

りますが、その中の１つが防災教育です。 

      本年度、みなかみ町地域防災計画も改正され、新たな取り組みも必要かと思いますが、

現在の防災教育の取り組みをお伺いします。 
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議 長（小野章一君） 町長。 

町 長（鬼頭春二君） 大雨や地震等の自然災害は近年ゲリラ化、大規模化が顕著になり、全国で多

くの尊い人命や財産が失われております。今まで災害等のなかった場所でも被災するなど、

日本各地で大きな災害が目立つようになってまいりました。実際に災害が発生した際に、

どのように行動できるかが被害を最小限に留めることや二次災害の発生を防ぐことにつな

がると思われます。 

      防災教育と言えるかわかりませんが、今年度よりみなかみ町自主防災組織活動補助金の

金額を１０万円に改正し、補助対象経費に情報伝達用資機材や避難用資機材、避難所の修

繕等も可能とするようにしました。もちろん各地区が行う自主的な避難訓練の経費などに

も使えます。身近なところで防災を考えることにつながればと思っております。 

      それから、今まで町では合併後、町組、粟沢、湯原、湯宿の各行政区と共催して、広域

消防等、各種関係機関の協力をいただいて防災訓練を実施しております。幾つかの行政区

の自主防災組織では、自主的に避難訓練や炊き出し訓練を実施しております。やはり災害

が起きてからいろんなことを考えるのではなくて、災害が起きる前から、災害が起きたら

どういった動きをしなければいけないかということを住民の皆さんが常にシミュレーショ

ンして災害発生時に行動できるようにすることが大切だと思っておりますので、いろんな

形で訓練を積んで、住民の方に理解をしていただく、そういったことが大切ではないかな

と思っております。 

議 長（小野章一君） 阿部君。 

（４番 阿部 清君登壇）  

４ 番（阿部 清君） 町民や関係機関に対する防災知識の普及、また徹底に努めていただきたいと

思います。 

      住民の防災教育は、地域で助け合うことの重要性、いざというときはみんなで助け合う

ことが基本だと思います。災害時の救助はスピードが全てです。身近な人の手助けが重要

となります。ふだんから地域住民との知識の共有化、自主避難体制の確立を目的とした話

し合いが必要と思います。 

      平成１６年から１７年にかけ、粟沢地区をモデル地区とした土砂災害に関する住民の自

主避難の確立を目的に、防災教育を実施しました。今後地域の防災力向上を見込んだ取り

組みはあるのかお伺いします。 

議 長（小野章一君） 町長。 

町 長（鬼頭春二君） 近年は情報技術の発達によりまして、天気や災害危険度などの予報精度も上

がっておりまして、災害発生後の情報もテレビ、インターネット等で瞬時に住民に伝わる

ようになってまいりました。この情報を活かすためにも、災害発生前の避難行動が重要と

なります。各行政機関や報道機関も頻繁に情報発信を行っております。災害に備えるため

には、議員のおっしゃるとおり、事前に訓練を行って自分の安全を確保するためのシミュ

レーションをすることが有事の際に役立つものというふうに思っています。 

      先ほども触れましたけれども、自主防災組織活動補助金制度を活用して、各自主防災組

織で行う避難訓練等をやって地域の防災力向上に役立てていただきたいというふうに思っ
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ております。 

議 長（小野章一君） 阿部君。 

（４番 阿部 清君登壇）  

４ 番（阿部 清君） 自主防災組織の活動もなかなか見えてこないようなのですが、地域の防災力

向上に力を注ぐことは重要であります。今後の取り組みを期待いたします。 

      昨年１２月定例議会の一般質問で、防災士に関する質問をいたしました。その中で、今

後専門家等の講演会を開く予定はあるのかと伺ったところ、当時の総務課長の回答では、

資格取得後の研修や机上訓練、こういったものは県の危機管理室のほうで出前はいつでも

応じる、団体関係機関と調整を図って実施してまいりたいと答えていますが、現在どのよ

うな方向で進めているのかお伺いします。 

議 長（小野章一君） 町長。 

町 長（鬼頭春二君） 防災士の研修等については、先ほど阿部議員が御指摘のとおり、１２月議会

で質問をされた答弁と余り変わっていないんですけれども、やはり町単独で行うことは難

しいということがありまして、県の危機管理室が行うぐんま地域防災アドバイザーフォロ

ーアップ研修への受講者の推薦などを引き続き行っていきたいというふうに思っています。

今年度は７月と１２月に２回行われる予定でございます。 

議 長（小野章一君） 阿部君。 

（４番 阿部 清君登壇）  

４ 番（阿部 清君） 今後は防災士だけではなく、消防団関係者や、また自主防災組織のほうにも

声をかけていただき、前向きな取り組みを期待いたします。 

      みなかみ町地域防災計画第３章に学校教育における防災知識の普及があります。東日本

大震災をきっかけに学校での防災を見直す動きが広まっています。学校における防災教育、

防災指導の中で、最も重要なのが避難訓練です。町の防災計画では、学校教育を通じて地

震などに対する知識の普及を図るとともに、避難訓練を実施するなど児童生徒の防災意識

の向上を図るものと書いてあります。 

      現在、町内の学校では、どのような災害を想定した訓練をしているのか。また、どのぐ

らいの周期で避難訓練を実施しているのかお伺いします。 

議 長（小野章一君） 教育長。 

（教育長 田村義和君登壇）  

教育長（田村義和君） 阿部議員のご質問にお答えいたします。 

      学校で行う避難訓練は、危険等発生時に危機管理マニュアルに基づく教職員の役割等の

確認を行うとともに、児童生徒等が安全に避難できるよう、その実践的な態度や能力を養

うことを目的に実施しています。災害に関する避難訓練については、学校によって若干の

違いはありますが、基本的には火災と地震を想定した避難訓練をそれぞれについて年に１

回実施しております。月夜野北小学校や藤原小・中学校においては、土砂災害を想定した

訓練も実施しています。 

      また、多くの学校が大地震を想定した児童生徒の引き渡し訓練を保護者と共同で年１回

または隔年等で実施しています。 
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議 長（小野章一君） 阿部君。 

（４番 阿部 清君登壇）  

４ 番（阿部 清君） 火災や災害が発生したときは、児童生徒の命を守ることが第一です。安全な

環境を整備し、継続的な訓練の実施をお願いしたいと思います。 

      児童生徒への防災教育の場は、学校での避難訓練や防災に関する知識の習得だけでなく、

みずからが地域を助ける担い手であるということへの理解を図ることも必要となります。

災害時、避難所となる施設は、主に学校などの公共施設が中心となります。避難所として

の学校においての防災教育も必要と思います。地域と一緒に携わり、教育委員会やＰＴＡ、

消防団等各団体と連携しての取り組みも必要と思いますが、その辺の考えをお伺いします。 

議 長（小野章一君） 教育長。 

（教育長 田村義和君登壇）  

教育長（田村義和君） お答えいたします。 

      管内の小・中学校は、指定緊急避難場所及び指定避難所に指定されております。また、

藤原小・中学校、水上中学校、新治小学校は、福祉避難所にも指定されています。学校で

は児童生徒の安全確保が最優先でありますが、災害発生の初動段階では、学校、教育委員

会が連携して学校施設の避難所開設、受け入れ等を担うことが想定されます。 

      そのため、議員のご指摘のとおり、学校や教育委員会、町防災担当部署、そしてＰＴＡ

や消防団などが避難時の対応や避難所となる学校施設の利用方法、運営方法等について事

前に調整を図っておくことが必要だというふうに思います。まずは各学校と教育委員会に

おいて、学校が避難所となる場合を想定して、避難時の対応や避難所運営に当たっての事

前確認を行うことが必要であると考えます。 

      現在はみなかみ町教育委員会学校教育に係る災害対応マニュアルにおいて、学校が避難

所の開設や初動運営の中心的な役割を担うこと等について示しているところですけれども、

関係部署等と連携を図り、さらに具体化していく必要があると考えています。 

      また、各学校は避難所を想定した訓練は実施していませんが、児童生徒に対して、万が

一に備え、避難所で自分ができる行動は何かを考えるなど、いざというときの意識を高め

ておくことは現在も子供たちが大人になる将来にわたっても、大変重要なことだというふ

うに思います。学校と教育委員会が避難所開設や運営等について具体化していくときに、

児童生徒の意識や行動をどう高めていくかも、あわせて検討していく必要があると考えて

います。 

議 長（小野章一君） 阿部君。 

（４番 阿部 清君登壇）  

４ 番（阿部 清君） 避難所運営では、児童生徒、教職員の安全確保に万全を期すということが第

一の役割であります。学校防災計画や先ほど言った教職員のマニュアルの整備も重要とな

ります。地域住民と学校、教育委員会での今後の連携体制の確立もお願いしたいと思いま

す。 

      防災計画書の防災訓練の実施、指導では、町、県、警察及び消防機関、地域、職場、学

校等において定期的な防災訓練を行うよう指導し、町民の災害発生時の避難行動、基本的
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な防災用資機材の操作方法等の習熟を図るものと書いてあります。防災教育で最も重要な

ことが防災訓練です。防災訓練は大きく分けて２つに分けられます。緊急対応の模擬行動

としての実技訓練と、図上での一定の状況を付与してシミュレートする図上演習などがあ

ります。 

      実技訓練は、消火訓練や救助訓練、応急手当や避難訓練等が上げられます。以前、町で

も地域と連携した防災訓練を行っていましたが、平成２３年以降実施していません。こと

し３月の定例議会の一般質問の中で、同僚議員が取り組みについて質問をしましたが、訓

練の実施に努めると回答していますが、現在実施に向けた取り組みをしているのかお伺い

します。 

議 長（小野章一君） 町長。 

町 長（鬼頭春二君） 災害に備えるためには、実際に訓練を行い体験するということが大切だとい

うふうには思っています。このところ、阿部議員が指摘するように、町では防災訓練を行

っておりませんが、各地域で自主的な訓練を行う自主防災組織の支援を行っています。平

成２９年には４地区、下石倉区、後閑区、町組区、湯原区において防災訓練や炊き出し、

避難訓練などが行われました。また、平成３０年には２地区、湯原区、湯宿区において避

難訓練が行われました。自主的訓練に際しましては、非常食のアルファ米やクラッカーの

提供、講師の紹介などで支援を行っております。 

      引き続き、各自主防災組織に働きかけて、避難訓練を実施していただくよう宣伝をして

いきたいというふうに思っております。 

議 長（小野章一君） 阿部君。 

（４番 阿部 清君登壇）  

４ 番（阿部 清君） ぜひ前向きに取り組んでいただきたいと思います。 

      代表的な図上演習の方法として６つ挙げられます。 

      １つは状況予測型があります。これは多くの市町村でよく使われる方法で、イメージト

レーニング方式の区分になります。 

      ２つ目に、防災グループワーク、これは住民やボランティア、自主防災組織などが防災

対策を考えながら行う方法です。 

      ３つ目に、ＤＩＧ（ディザスター・イマジネーション・ゲーム）、これは災害を創造し

たゲームという意味で、地域住民などが地域の防災マップや防災計画をつくるために行う

方法で、以前粟沢地区がモデルとして行った取り組みがこれに当たると思います。 

      ４つ目に、図上シミュレーション型、これは市町村の防災担当者が災害初期に直面する

既存のマニュアルや計画の有効性を検証する実践的なものに適した方法であります。 

      ５つ目に、避難所運営ゲームＨＵＧ、ハグといいます。Ｈは避難所、Ｕは運営、Ｇはゲ

ームの頭文字をとってＨＵＧです。英語でハグは抱きしめるという意味で、避難者をやさ

しく抱きしめるイメージと重ね合わせて名づけられたそうです。避難所の開設運営者にな

った場合、直面するさまざまな事態を想定し、マニュアルを作成、検証する方法でありま

す。 

      最後６つ目に、クロスロード、これは災害対応カードゲームといい、カードゲームで楽
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しみながら災害時の問題と対応策を学ぶ、災害時によく見られるトレードオフという状況

への対応を考えることに特化した方法です。このトレードオフとは、一方を追求すれば他

方を犠牲にせざるを得ないという状況のことです。 

      このように、いろいろな手法、方法が考えられますが、防災訓練の実施に当たり、年代

を問わず多くの町民が参加してもらうには、ゲーム感覚で楽しみながら参加できる取り組

みも必要になると思いますが、町長の見解をお伺いします。 

議 長（小野章一君） 町長。 

町 長（鬼頭春二君） ただいま阿部議員のほうから、防災に興味のない人の防災意識を高めること

は難しいからゲーム感覚を取り入れた訓練をしたらどうかというお話だと思うんですけれ

ども、埼玉県、神奈川県の自治体がそういったゲーム感覚の訓練をして、楽しみながら防

災意識を高めようという活動をされているというお話は聞いております。 

      まず、神奈川県の自治体ではさまざまなミッションをクリアーして、災害現場から脱出

する、今若者の中で流行している脱出ゲームのような体験型の防災訓練が行われたという

ふうに聞いています。 

      また、埼玉県の自治体では、災害時に地域に取り残されるおそれがあります子供やお年

寄りに防災意識を高めてもらおうとバケツリレーによる水を運ぶ競争や机の下敷きになっ

ている人形をジャッキを使って救出し、タイムを競うゲームなどで体感する防災訓練など

を行ったようでございます。 

      やはり訓練に参加していただくには、興味を持っていただくことが大切ですので、みな

かみ町においても、これらを参考に今後考えていきたいなというふうに思っております。 

議 長（小野章一君） 阿部君。 

（４番 阿部 清君登壇）  

４ 番（阿部 清君） 地域だけの防災訓練だけじゃなく、町全体で町民を集めた大規模な防災訓練

を期待しておりますので、ぜひお願いしたいと思います。 

      以前、同僚議員の一般質問の中で、片田教授という名前が上がりました。片田敏孝、日

本の工学者、防災研究者であります。平成７年から平成２６年まで群馬大学で教授をして

いました。現在は東京大学総合防災情報研究センター特任教授をしています。専門は災害

社会工学で、災害への危機管理対応、災害情報伝達、防災教育、避難誘導策のあり方につ

いて研究するとともに、地域での防災活動を全国で展開しています。主な著書に「人が死

なない防災」「３.１１釜石からの教訓」「子どもたちに生き抜く力を」「みんなを守る

いのちの授業」等があり、日本の自然災害に対する防災研究の第一人者であります。以前

の粟沢地区での取り組みにも参加してもらい、ハザードマップ作成の先駆けとして策定過

程に貢献していただきました。 

      また、平成１７年にみなかみ観光会館で防災訓練を実施していただきました。東日本大

震災を教訓に知名度も上がり、日々多忙かと思いますが、またみなかみ町に呼んでいただ

き、防災講演を企画していただきたいと思います。職員の中には今でもコンタクトをとれ

る方もいると思いますので、今後、片田教授の講演会の開催の考えをお伺いしたいと思い

ます。 
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議 長（小野章一君） 町長。 

町 長（鬼頭春二君） 阿部議員がお話のとおり、やはり片田先生が群馬大学時代には、町にも何度

かお越しいただいて、講演とかご指導をいただいたということはあったというふうに私も

聞いています。私はいろんなところで片田先生のお話は聞いていますけれども、一番有名

なのが「釜石の奇跡」と言われていることだと思うんですよね。やはり自分の命は自分で

守れるようにしておかないと、行政を当てにしてはだめだという話だったと思っておりま

す。 

      現在、２０１７年から東京大学の大学院の特任教授になられたというふうに聞いており

ます。やはり大変忙しくなってきている方だと思いますので、機会があればそういった先

生にも来ていただいて、講演いただくとかご指導いただくというのは大切だと思いますけ

れども、町民の方が実際に防災について学ぶことは大切だというふうには思っております

が、そういった機会については、片田先生に限らず、いろんなポジションでいろんな活躍

をされている方がいらっしゃいますので、県の危機管理室とか県の消防保安課、利根沼田

広域消防などにご協力をいただいて、防災関係の講演会などを計画していければいいかな

というふうに思っております。 

議 長（小野章一君） 阿部君。 

（４番 阿部 清君登壇）  

４ 番（阿部 清君） 防災講演をすることによって、町民の防災意識も高まると思います。片田教

授以外でも結構ですから、ぜひ講演会の実施をお願いしたいと思います。 

      地域全体の防災体制を充実させるためには、１回限りの訓練や講演ではなく、継続的な

取り組みを行うことが必要であります。先月は当町でも前線の停滞による豪雨で大雨警報

が発令され、災害警戒本部が何度か設置されましたが、幸い大きな被害もなく済んでおり

ますが、今後いつ起こるかわからない災害に備え、防災・減災活動を通じて、災害から命

を守るための取り組みと災害に備える地域社会づくりの取り組みを要望しまして、私から

の質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。 

議 長（小野章一君） これにて、４番阿部清君の質問を終わります。 

──────────────────────────────────────────── 

 

通告順序２   ６番 窪 田 金 嘉   １．提案と現在の行財政状況を知る  

 

議 長（小野章一君） 次に、６番窪田金嘉君の質問を許可いたします。 

      窪田君。 

（６番 窪田金嘉君登壇）  

６ 番（窪田金嘉君） 議長のお許しをいただきましたので、一般質問をさせていただきます。先輩

議員から早く終わらせという話がありますので、ばんばん早く進めさせていただきます。 

      まず、町長に早速お聞きしますけれども、地方自治体に課税自主権あるやなきや、この

件についてお願いいたします。もう第１の質問は終わりました。 

議 長（小野章一君） 町長。 
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（町長 鬼頭春二君登壇） 

町 長（鬼頭春二君） 前段があるのかなと思って待っていたら、前段がなくいきなりきましたので、

ちょっとびっくりしました。 

      地方税法第５条の規定によりまして、地方団体が税目や税率を決定し、総務大臣の同意

を得て課税できるというふうに認識をしております。 

議 長（小野章一君） 窪田君。 

（６番 窪田金嘉君登壇）  

６ 番（窪田金嘉君） ２問目なんですが、私は地方自治体の財源確保の意味から、みずから徴収す

る手段として課税自主権を行使し、法定外目的税の創設を積極的にすべきと思っておりま

す。町長は法定外目的税の導入を検討するお気持ちはお持ちですか。よろしくお願いいた

します。 

議 長（小野章一君） 町長。 

町 長（鬼頭春二君） 法定外目的税を創設し課税するということは、財政面でのプラスの影響や地

方自治の拡大につながるといった面がある一方、現在の法定税に加えて住民等に新たな負

担を求めるものであります。新税を必要とする特別な財政需要と負担の関係、税の公平性

の観点、徴収のシステム及び費用、税収額予測及び住民の理解を得るなど、総合的に判断

をしなければならないと思っております。 

      また、県内では、法定外目的税を課税している市町村はございません。現時点で町は法

定外目的税の創設は考えておりません。法定税及び法定任意税の範囲での財政運営を行っ

てまいりたいというふうに考えております。 

議 長（小野章一君） 窪田君。 

（６番 窪田金嘉君登壇）  

６ 番（窪田金嘉君） 町民に負担をかけないでということですが、法定外目的税は基準財政需要額

には算定されていないと私は思っていますし、また地方交付税にも影響を及ぼしていない

と私は思っているんですね。ですから、ぜひ考えていただきたいと思いますが、基準財政

需要額と地方交付税に影響は与える可能性はありますか。 

議 長（小野章一君） 町長。 

町 長（鬼頭春二君） 基準財政収入額において算定対象外となります。また、地方交付税にも影響

はいたしません。 

議 長（小野章一君） 窪田君。 

（６番 窪田金嘉君登壇）  

６ 番（窪田金嘉君） 次に、課税自主権は基本的に新税を設ける権限と税率を引き上げる権限が柱

と考えております。私は、ユネスコエコパークの趣旨及び景観計画を推進、さらに維持保

全、そして向上をさせるために法定外目的税、開発事業等緑化負担税、これは仮称ですが、

そういう創設をしてはどうかと考えているんですね。町長はどんなもんですか。 

議 長（小野章一君） 町長。 

町 長（鬼頭春二君） 全国で唯一法定外目的税として開発事業等緑化負担税を平成２８年から導入

している大阪の箕面市では、自然環境や住環境を将来にわたって維持していくことが大き
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な課題となって、その財源に充てるため、事業として行う開発行為に対して課税をされて

おります。その導入には十分な検討と法定外目的税を課税するに十分な理由と住民のご理

解があったと思われます。 

      みなかみ町は、現在はぐんま緑の県民税が超過課税として課税されております。また、

令和６年度からは森林環境税、国税で年額１,０００円ですけれども、新たな住民負担と

なります。まずはこの財源を活用して、森林整備等を行っていきたいと思っております。

開発事業等緑化負担税の創設は考えておりません。 

議 長（小野章一君） 窪田君。 

（６番 窪田金嘉君登壇）  

６ 番（窪田金嘉君） 私は法定外目的税の新税創設は、自然環境保全費用はもとより、開発業者が

責任を持って維持管理及び撤去義務に対する対価と考えているんです。対象は太陽光発電

装置設置のところなんですけれども、要は開発業者、つまり開発業者の責任においてそう

いう将来に禍根を残さないような新税はどうかなというふうに考えているんです。いかが

ですか。 

議 長（小野章一君） 町長。 

町 長（鬼頭春二君） 自然環境保全費用は、現在ある制度の中で財源確保に努めていきたいと思っ

ています。太陽光発電開発業者が存在しなくなった場合の撤去費用については、ＦＩＴ法

により事業計画認定申請を行う者は事業計画を提出します。事業計画には、撤去費用の確

保についての計画が含まれます。事業者が倒産した場合には、次に権利を取得した者が事

業計画の変更を経済産業大臣に届出をします。したがって、撤去費用は権利を取得した事

業者が負担することになります。税に撤去費用の財源を求めることは、現在の法律からは

ふさわしくないというふうに考えます。 

議 長（小野章一君） 窪田君。 

（６番 窪田金嘉君登壇）  

６ 番（窪田金嘉君） わかりました。法定外目的税は保留ですね。 

      じゃ、次にいきます。 

      ふるさと納税のことなんですけれども、きょうたまたま、また新聞に載っていましたけ

れども、３割限定になったんで多少ふるさと納税者に利益を還元できるかなということを

考えまして、今プレミアム券は別にして、特産品等を何か定価で買っているそうですね。

ここで、私は商売人ですから、三方一両得、卸で買ったらどうかなと。そのことによって、

その理財家やありますので、７割でも、７掛けでも６掛けでもいいんですが、その分を納

税者に還元すると。そのことによって、特産品の開発も質と量を上げていくというような

考え方を進めてはどうかなというふうに思っているんですが、この辺はどんなもんですか。 

議 長（小野章一君） 町長。 

町 長（鬼頭春二君） 返礼品の価格は窪田議員が指摘のとおり、法定化となっています。制度的に

は返礼率について仕入れに要した費用の３割以内とされているので、これは卸価格でも問

題はありませんが、やはりお得感を納税者に与えるような表現は禁止をされております。

返礼品提供者がほかの取引において問題がなく、協力いただくことができれば、これは実
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施可能だというふうには思います。消費税率の改正に伴って、返礼品提供者に対して提供

価格の調査をこれから行う予定でございます。 

      今後、さらに返礼品提供の充実を図って、ふるさと納税の拡充を図ってまいりたいとい

うふうに思っています。 

議 長（小野章一君） 窪田君。 

（６番 窪田金嘉君登壇）  

６ 番（窪田金嘉君） きょうもふるさと納税、新聞には、どうも国が負けちゃう、泉佐野市の件で

すけれども、ああいうことで負けちゃうならこの辺は大丈夫じゃないかなと思っているん

ですけれども。 

      じゃ、次にいきます。 

      次はカルチャーセンターなんですが、指定管理制度が導入されて、この制度導入は補助

金委託金が支払われるケースが多々あると思っているんですね。民間に委託しているにも

かかわらず、税金が注ぎ込まれるのに目を向ける必要がちょっとあると思いまして、骨太

の方針の２０１８年にも、指定管理者制度導入団体、第三セクター、それから公社、公営

企業の経営抜本改革を加速すると明記されているんですね。この点について、町長はどう

思われますか。 

議 長（小野章一君） 町長。 

町 長（鬼頭春二君） 指定管理者制度ができたときは、誰がやっても儲かるんだみたいなことで、

自治体の経費が少なくなるんだという皆さん感覚に陥ったかと思うんですけれども、ただ

それは施設そのものが経営がうまくいっている施設については当然儲かりますけれども、

残念ながらみなかみ町の施設においては、今現在、黒字化できているところは１カ所だけ

なんですね。そのほかの施設については、全て赤字です。ただ赤字だからやめればいいや

というふうにはいかないので、これは町が指定管理料を払っても運営は続けていただきた

いということで続いております。 

      公募によって指定管理者の選定を行っておりまして、民間活力を導入して施設の活性化

や利用者をふやすとか、支出の抑制を目的として導入されておりますが、先ほど言いまし

たように、施設自体の問題や指定管理者となる事業者の選択肢が限られていること等があ

りまして、課題も多いです。 

      今後も、個別施設の必要性や採算性を十分に検討していかなければならないというふう

に考えています。 

議 長（小野章一君） 窪田君。 

（６番 窪田金嘉君登壇）  

６ 番（窪田金嘉君） そのとおりだと思っているんですね。民間業者に委託したとしても、その業

者の能力というのがありまして、私も仕事やっていますから、真っ黒けにするか、真っ赤

っかにするかというのは、うちの企業ですと私ですよね。ですから、やる人の人間が、や

る団体がやっぱり能力がないとだめなので、そこで老婆心でお騒がせなんですけれども、

町内で黒字にしている会社のメンバーを集めて、一つ一つ黒字化対策をしたらどうかなと

思っているんですけれども、これは余談です。 
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      次に、お願いが３つありまして、これから町の現状をちょっとお伺いしようかなと。シ

ブヤ先生が全部しゃべったんで僕はわかるんですけれども、町民としてはちょっとわから

ないかもしれませんのでお聞きしたいと思います。 

      みなかみ町は平成１７年で合併をして、おまけに過疎になったと。ダブルで合併過疎地

方自治体という名前がついていると思うんですけれども、そこで合併算定替がたしか令和

３年で終わるんですよね。どうも見ていると経済状況が厳しい状況に陥るのではないかと

いうふうに、僕は１年生議員なんで断片的なんですけれども、優秀な課長の方々がもう既

に想定内だったのか。またこれからも想定内なのかというのをお聞きしようかなと思って

います。よろしくお願いします。 

議 長（小野章一君） 町長。 

町 長（鬼頭春二君） 令和元年度の普通交付税の算定において、合併算定替の、一本算定との差額

は約４億８,８００万円、加算額は３割の約１億４,６００万円となっているので、約３億

４,２００万円の減額となりました。令和２年度には１割の加算となりまして、令和３年

度以降は加算がなくなります。平成３０年度の普通交付税が４５億６,２８５万２,０００

円で、歳入総額の３２.１％を占め、一番大きな財源となっておりまして、加算額の減額

は今後の財政運営に影響を与えるということになります。 

      合併算定替につきましては、制度上のものであるということから、こういった状況を想

定し、歳出の抑制等により積立基金の増額に努めてきたところでございます。行財政改革

の実施には、中長期的に、また段階的に実施することとなるため、財源確保等の状況等を

考慮しながら、積立基金を有効に活用していく予定でございます。 

議 長（小野章一君） 窪田君。 

（６番 窪田金嘉君登壇）  

６ 番（窪田金嘉君） わかりました。 

      それでは、地方自治体の財政健全化に関する法律において三段階に分かれているんです

ね。健全段階、そして財政の早期健全化、それから財政の再生、町はこの３つのいずれに

入るんですか。 

議 長（小野章一君） 町長。 

町 長（鬼頭春二君） 健全化判断比率として、４つの財政指標であります実質赤字比率、連結実質

赤字比率、実質公債費比率及び将来負担比率が定められております。いずれかが基準以上

となるかで判断をされるということで、町では実質赤字比率、連結実質赤字比率及び将来

負担比率は負数となるため、数値が計上されず問題はありません。実質公債費比率は、比

率は１１.８％で、早期健全化基準の２５％を下回っております。したがいまして、健全

段階と言えると思います。 

議 長（小野章一君） 窪田君。 

（６番 窪田金嘉君登壇）  

６ 番（窪田金嘉君） 将来的負担比率は３５０％以下なので問題ないということは、この３つの中

のどれに入りますか。健全段階でいいんですか。優秀ですよね。わかりました。健全段階

ね。 



R1-4（9.3）第 1号 

－67－ 

      じゃ、次の質問ですけれども、余裕度を示す財政力指数というのがあるんですね。高い

ほど財政力が強いんです。財政力指数というのは、普通０.６から０.７がいいんです。そ

れ以上だともっといいんですね。１.０を超えると不交付団体ですよね。唯一３５市町村

の中で群馬県の中にありますよね。そこで、平成３０年度の数値は大体どのぐらいですか。 

議 長（小野章一君） 町長。 

町 長（鬼頭春二君） 財政力指数は、地方交付税法の規定によりまして算定した基準財政収入額を

基準財政需要額で除して得た数値の過去３カ年の平均値で地方公共団体の財政力を示す指

数として用いられております。 

      基準財政需要額は、地方公共団体が妥当かつ合理的な平均的水準で行政を行った場合に

要する財政需要を示す額とされておりまして、先ほど窪田議員がおっしゃるとおり、財政

力指数が１を超える場合は、普通交付税の不交付団体ということになります。 

      みなかみ町においては、平成３０年度は０.４２８で、令和元年度は０.４２５というふ

うになっております。 

議 長（小野章一君） 窪田君。 

（６番 窪田金嘉君登壇）  

６ 番（窪田金嘉君） ０.４２８ですね。０.６から０.７ではないんですね。健全段階だけれども、

余裕度は少しないと……いうことでもない。わかりました。 

      じゃ、次に、財政構造の弾力性、経常収支比率が大体これは７０から８０％が好ましい

ということなんですけれども、平成３０年度はどのぐらいですか。 

議 長（小野章一君） 町長。 

町 長（鬼頭春二君） 経常収支比率は経常一般財源総額に対する経常経費充当一般財源の額の割合

で財政構造の弾力性を測定する比率として使われております。平成３０年度は９５.０％、

平成２９年度に比べて０.４ポイント改善をいたしました。 

      また、令和元年度はまだ決算をもらっていませんので、決算統計上の詳細な事務作業を

行えないため、予算額での算出は困難であります。 

      以上です。 

議 長（小野章一君） 窪田君。 

（６番 窪田金嘉君登壇）  

６ 番（窪田金嘉君） 経常収支比率は９０％を越えると硬直化が強い、９５％ですか。平成２５年

度は８６.７％でしたよね。平成２７年は８９％でだんだん高くなっている。だんだん硬

直化が進んでいるんです。健全段階でもちょっと体がかたいかなという感じなんですけれ

ども、その理由、徐々に進んでいる理由はなんでしょうか。 

議 長（小野章一君） 総合戦略課長。 

（総合戦略課長 桑原孝治君登壇）  

総合戦略課長（桑原孝治君） お答えします。 

      経常収支比率が高くなっている理由ですけれども、一番の理由は、分母であります標準

財政規模が縮小、最大の理由は普通交付税の減少が要因となっています。 

      以上です。 
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議 長（小野章一君） 窪田君。 

（６番 窪田金嘉君登壇）  

６ 番（窪田金嘉君） わかりました。 

      分母が大体普通交付税と地方税、分子が大体人件費とか扶助費とかそういう公債費も含

めてですかね、大体分子が余り減らないけれども、分母が減ってきたという、単純に、そ

ういうことですよね。わかりました。 

      次にいきます。 

      次は、将来的負担比率の３５１％云々なので抜かします。 

      次に、長期借入金の地方債について、これは届出制と協議制と許可制とあるんですね。

これは当然やっぱり届出制ですよね。 

議 長（小野章一君） 町長。 

町 長（鬼頭春二君） 届出制度は財政状況が一定の基準を満たす団体において、民間等資金の協議

が不要とされ、手続の簡素化が図られるわけですけれども、公的資金は対象外なんです。

したがいまして、みなかみ町では届出制度を採用することも可能なんですけれども、利率

において民間等資金より公的資金のほうが有利であるので、協議制度を採用しております。 

議 長（小野章一君） 窪田君。 

（６番 窪田金嘉君登壇）  

６ 番（窪田金嘉君） わかりました。 

      じゃ次に、今後、火葬場とか中学校、小学校の新築・改築等、それから防災無線整備事

業、公営施設の老朽化に取り組む際に、借金である地方債を立てることだと思うんですけ

れども、将来的に地方債、今１２億ぐらいで、公費算入３割、つまりお金を返さなければ

いけないという増加の可能性が見えてくるんですが、歳出削減だけで将来的に後世代の負

担にならないのかなとちょっと不安に思うんですけれども、それはどうですか。 

議 長（小野章一君） 町長。 

町 長（鬼頭春二君） 地方債を財源といたします大規模事業を単純に実施した場合には、後年度に

公債費が増加し、実質公債費比率が高くなるということが想定されます。大規模事業を中

心に大規模でない事業等についても、事業規模の縮小、年度間調整等によって歳出削減を

行って、また歳入おいても財源確保に努め、地方債の抑制を図って、後世代への負担を最

小限に留めていきたいというふうに思います。 

議 長（小野章一君） 窪田君。 

（６番 窪田金嘉君登壇）  

６ 番（窪田金嘉君） 最小限に頑張っていただいて。 

      次に、令和元年当初予算編成において基金の取り崩しで財源不足分を補うということな

んですが、今後、行財政運営を遂行するに当たりまして、事務事業のスクラップ・アン

ド・ビルドと重点的事業執行ということですが、議決科目で款項があって、執行科目に目

節があるんですけれども、大体こっちだろうなと思うんですけれども、どのあたりを視点

に行財政の節減、節約をするのかなと。 

議 長（小野章一君） 町長。 
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町 長（鬼頭春二君） 基本的には全ての事務事業を対象として考えております。事業規模が一定で

ありませんので、一律の事務事業査定では事務が非効率となってしまいますので、事業費

が多額で規模を縮小したい事業とか、事務作業の効率化を図りたい事業等を中心に検討を

進めていきたいというふうに考えております。 

議 長（小野章一君） 窪田君。 

（６番 窪田金嘉君登壇）  

６ 番（窪田金嘉君） この辺は、節のところ見れば大丈夫よと言われれば、その辺を一生懸命見て

やろうと思っていたんですけれども、わかりました。 

      次に、事務事業のスクラップ・アンド・ビルドと重点的事業執行を努力で乗り切るとい

うことなんですが、国から財源配分される国庫支出金、これは国が地方に事務配分を決め

てそれに応じて財源配分をする形になっているんですね。その事務配分ですが、将来的に

ＡＩ、ＩｏＴ、そういうものを導入して、国からの事務配分が減少する可能性があると思

うんです。国庫支出金、委託金、補助金、負担金、それらがそれぞれとは言いませんけれ

ども、減少する可能性があるんじゃないかなと思っているんです。ますます歳入減少が加

速する将来的に、一生懸命頑張っていただくんですが、この点はどのように考えて想定し

ていますか。 

議 長（小野章一君） 町長。 

町 長（鬼頭春二君） 一般的に国の事務配分が減少となる場合、財源も当然減少となりますけれど

も、事業費も減少しますよね。歳入と歳出の減少額が同じであれば問題はないですけれど

も、財源不足となる場合については、やはり対策が必要となってきます。制度変更の分析

とか実情を把握して、今後の見通しから個別に具体的に対応していくということになると

思います。 

議 長（小野章一君） 窪田君。 

（６番 窪田金嘉君登壇）  

６ 番（窪田金嘉君） わかりました。 

      次に、地方交付税に関してはトップランナー方式の導入があったり、それからスマート

自治体の転換、これ骨太の方針では改革努力に応じた交付税算定などの財政措置の成功報

酬型がやっぱり文言が入っているんですね。将来的に地方交付税は安心できる状況に何と

なくならないなと、成功報酬型でやられるんでは、成功報酬ということは成功しないと対

費用が少なくなるのかなというふうに思うので、この辺の対策は当然考えていると思うん

ですけれども、どんなものですか。 

議 長（小野章一君） 町長。 

町 長（鬼頭春二君） トップランナー方式とは、歳出の効率化を推進する観点から民間委託等の業

務改革を実施しております地方団体の経費水準を地方交付税の基準財政需要額の算定に反

映する取り組みであります。平成２８年度から導入をされておりまして、小規模団体にお

いて民間委託等が進んでいない、こういった状況を踏まえまして、全ての業務ではないん

ですけれども、人口３万人以下の市町村では、経費水準が下がらないように算定すること

となっております。 
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      また、スマート自治体とは、システムやＡＩ等の技術を駆使して、効果的、効率的に行

政サービスを提供するものですけれども、地方交付税の基準財政需要額の算定に関する情

報は今のところございません。今後、制度変更が考えられますので、国の動向を注視して、

制度変更があった場合は、内容分析を行い、個別具体的に対応してまいりたいというふう

に思います。 

議 長（小野章一君） 窪田君。 

（６番 窪田金嘉君登壇）  

６ 番（窪田金嘉君） わかりました。 

      あと１問で終わります。 

      最後の質問なんですけれども、将来世代に残す資産額とか、将来世代に負うべき負債額

とか、それから将来的な行政サービスの提供、ちょっと何となく国の動きが広域化という

方向に進んでいて、それから成功報酬型みたいに進んでいるので、何となくイメージが、

みなかみ町が取り込まれていくような気がするんですね。ですから、その辺も含めてちょ

っとお聞きしようかなと思って、よろしくお願いします。 

議 長（小野章一君） 町長。 

町 長（鬼頭春二君） 資産額と負債額につきましては、平成２９年度決算の連結貸借対照表の資産

合計が１,０３４億２,８５５万１,０００円で、負債合計が２１７億２,９６６万円となっ

ています。行政サービスの提供につきましては、平成２９年度決算の連結行政コスト計算

書の合計が２０８億３,７７４万８,０００円となっています。現代世代の負担につきまし

ては、決算統計等の一般的な数値はございません。国や県の借金を考慮せず、一般会計の

借金以外の収入を現代世代の負担とした場合、平成３０年度決算の歳入額は１２９億７,

７５４万７,３８３円となり、歳入総額の９１.４％というふうになっております。 

議 長（小野章一君） 窪田君。 

（６番 窪田金嘉君登壇）  

６ 番（窪田金嘉君） わかりました。ありがとうございました。 

      これで質問を終わらせていただきます。ありがとうございます。 

議 長（小野章一君） これにて、６番窪田金嘉君の質問を終わります。 

──────────────────────────────────────────── 

 

散 会  

 

議 長（小野章一君） 以上で本日の議事日程第１号に付された案件は全て終了いたしました。 

      あす９月４日は午前９時より一般質問を再開いたします。 

      本日はこれにて散会いたします。大変ご苦労さまでございました。 

 

（１４時４１分 散会）  

 


